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は じ め に 
 

 本市では、平成２８（２０１６）年３月に第３次石垣市男女 

共同参画計画～いしがきプラン～を策定し、計画の理念である 

「互いを尊重し だれもが個性と能力を発揮できる 安心のま 

ち いしがき」を実現するため、男女共同参画に関する施策を 

推進してまいりました。 

 この間、世界的潮流として国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成目

標のひとつに「ジェンダー平等」が掲げられ、あらゆる分野における女性の活躍が期待

されています。わが国におきましても、令和２（２０２０）年１２月に第５次男女共同

参画基本計画が閣議決定され、ジェンダー平等及びジェンダーの視点をあらゆる施策に

反映させＳＤＧｓの達成を目指すことや、新型コロナウイルス感染症の拡大によるＤＶ

や性暴力の増加・深刻化、雇用などの面における女性への影響に関する視点等が盛り込

まれました。また、本市は内閣府が選定する「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、「石垣

市 ＳＤＧｓ未来都市計画」の中で、ＳＤＧｓを活用した女性のエンパワーメント推進

等の取り組みを設定しています。 

 このような中、第３次石垣市男女共同参画計画～いしがきプラン～は中間年度を迎え

たことから、国や県の動向、市民意識調査や現計画の成果と課題を踏まえ、令和７（２

０２５）年度までを計画期間とする改定版を策定しました。 

 男女共同参画社会の実現に向けて取り組みを進める中においては、幅広く多様な人々

を包摂することが要請されています。今回のプランでは、初めて「子ども意識調査」を

実施し、調査結果をもとに子どもに関する目標値を新たに追加しました。しかしながら、

日常生活における様々な場面では、依然として男女の役割に対する固定的な考え方が社

会慣習として残っていることもあり、子どもを含めたあらゆる年代の市民に対して人権

の尊重や男女の平等、共同協力の重要性について周知・啓発を図ってまいります。 

 人生１００年時代が到来し、仕事や子育て、介護、社会活動など私たちの生活スタイ

ル、ライフステージの多様化に伴い、弾力的で柔軟な働き方・暮らし方が求められてい

ます。本市におきましても、ワーク・ライフ・バランスの実現を促進し、誰もが個性と

能力を発揮できる環境づくりに努めてまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、石垣市男女共同参画会議の委員の皆様をはじめ、貴

重なご意見等をお寄せいただきました多くの皆様に、心からお礼申し上げます。 

   令和３（２０２１）年３月 

                          石垣市長 中山 義隆 
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序章 計画策定の背景・目的等 

１．計画策定の背景・目的 

【国際連合の動き】 

男女共同参画に関する世界的な潮流として、国際連合（以下、「国連」という。）の動きをみると、昭和 20

（1945）年に国連憲章の前文に男女平等をうたい、昭和 21（1946）年には「婦人の地位委員会」を設置

して、男女平等の実現に向けた取り組みが進められました。また、国連は、昭和 50（1975）年に「国際婦人の

10 年」を宣言し、以後 10 年間、様々な分野における女性差別の撤廃等女性の地位向上のための行動を進め

てきました。 

その後、昭和 60（1985）年にはナイロビでの「第３回世界婦人会議」が開催され、平成７（1995）年に

は北京での「第４回世界女性会議」が開催されています。これらの取り組みにより、フェミニズム論の前進と同時に、

国や人種を超えた世界的な女性の連帯に影響を与えました。 

平成 12（2000）年には、ニューヨークで国連特別総会「女性 2000 年会議」が開催され、「北京行動綱領」

の進捗状況の確認や課題を検討するとともに、さらなる行動を求める「政治宣言及び成果文書」が採択されています。 

平成 17（2005）年には、第 4 回世界女性会議から 10 年目にあたることを記念し、「北京宣言及び行動綱

領」及び女性 2000 年会議の「成果文書」の評価・見直しを行うとともに、女性と女児の地位向上及びエンパワー

メントのための新たな課題や今後の戦略について協議するため、閣僚級会合が開催されました。本会合では、「北

京宣言及び行動綱領」の再確認と、これらの完全実施に向けた一層の取り組みを国際社会に求める「宣言」が採

択されました。 

平成 23（2011）年には、女性と女児の権利を促進するため、国連の助成に関する４つの機関（国連女性

開発基金（UNIFEM）、女性の地位向上部（DAW）、ジェンダー問題に関する事務総長特別顧問室

（OSAGI）、国際婦人調査訓練研修所（UN-INSTRAW））を統合した国連機関「UN Women」が発足

し、平成 27（2015）年には、UN Women 日本事務局が開設されました。 

その間、平成 24（2012）年には、第 56 回国連婦人の地位委員会では、「自然災害におけるジェンダー平

等と女性のエンパワーメントの決議案が採択されています。 

平成27（2015）年には、国連で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、このアジェンダのも

と、「誰一人取り残さない」をスローガンに、2030 年を目途とした 17 の目標（ゴール）として「持続可能な開

発目標（SDGｓ）」が掲げられました。同アジェンダでは前文において「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー

平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを目指す」ことが謳われ、SDGｓでは「ゴール５.ジェンダー平等を実

現しよう」が掲げられています。 

また、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受けて、令和２（2020）年4 月に国連事務総長メッセー

ジ「女性及び女児を COVID-19（新型コロナウイルス感染症）への対応の中心に」が発出され、感染流行により

経済的困難や配偶者等暴力（DV）等の影響を受けやすい女性を対策の中心に据えるよう、要請しています。 
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【日本の動き】 

我が国においては、こうした世界的な流れを受け、昭和 52（1977）年に女性に関する施策を総合的かつ効

果的に推進していくための「国内行動計画」を定め、以後、「新国内行動計画」（昭和 62[1987]年）、「男女

共同参画 2000 年プラン」（平成 8[1996]年）等が策定されました。さらに、「男女共同参画基本計画策定に

当たっての基本的な考え方」（平成 12[2000]年）や「女性に対する暴力に関する基本的方策について」（平

成 12[2000]年）等が示されるとともに、国連特別総会「女性 2000 年会議」の成果を踏まえ、平成 12

（2000）年には「男女共同参画基本計画（第１次）」を閣議決定し、以後は 5 年毎に基本計画を改定しな

がら男女共同参画社会の実現にむけた各種施策を推進しています。令和 2（2020）年 12月には、ポストコロ

ナの「新しい日常」を見据えつつ、SDGｓ等の国際的潮流との整合性にも配慮した新たな基本計画として「男女

共同参画基本計画（第 5次）」が策定されました。 

また、概ね平成 12（2000）年前後からの法制度の動向を概観してみると、平成 11（1999）年の「男女

共同参画社会基本法」の成立以降、平成 13（2001）年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（DV[ドメスティック・バイオレンス]防止法）」、平成 27（2015）年「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（女性活躍推進法）」、平成 30（2018）年「政治分野における男女共同参画の推進

に関する法律」等が成立し、ＤＶ防止法や女性活躍推進法は社会情勢等を踏まえて適宜改正が行われていま

す。 

 

【沖縄県の動き】 

沖縄県においても、昭和 59（1984）年に婦人問題解決のための「沖縄県行動計画」を策定し、その後「男

女共同参画型社会をめざす沖縄県行動計画」（平成 4[1992]年）、「男女共同参画型社会をめざす沖縄県

行動計画（改定）」（平成 9[1997]年）、「沖縄県男女共同参画計画～DEIGO プラン～」（平成

14[2002]年）と見直しを図りながら、長期計画のもとで、男女共同参画社会の実現を目指してきました。 

また、平成 15（2003）年には、「沖縄県男女共同参画推進条例」を制定しています。 

加えて、平成 19（2007）年には、先の条例に基づく計画として、「沖縄県男女共同参画計画（後期）」を

策定し、その後は同計画の後継計画として平成 24（2012）年に「第４次沖縄県男女共同参画計画～

DEIGO プラン～」、平成29（2017）年には2017（平成29）年度から2021（令和3）年度を計画期

間とする「第 5次沖縄県男女共同参画計画～DEIGOプラン～」を策定し、男女共同参画社会の実現に向け

た取り組みを推進しているところです。 
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【石垣市の動き】 

石垣市においては、市制発足以前から、女性の地位を高め意識の向上を目指して、様々な女性団体が連携

し、女性が抱えている問題の総合的な解決を求めて活動をしてきました。 

そして、女性を中心とする多くの市民から「女性行動計画」の策定を望む声が高まり、平成５（1993）年に付

属機関として、「女性問題会議」が発足、民生部民生課に担当窓口が置かれ、「石垣市女性行動計画」が諮問

されました。平成 7（1995）年には、庁内の連絡調整を図り女性行政に関する施策を推進することを目的に

「石垣市女性行政推進本部」を発足、下部組織として「ワーキンググループ」を置き、女性行政の庁内推進体制

を確立し、女性行政の推進に努めてきました。 

平成８（1996）年には、「石垣市女性団体ネットワーク会議」が結成され、今日においても「まるざーフェス

ティバル」の開催をはじめ、活発な活動が継続的に実施されています。また、同年に「第１次石垣市女性行動計

画～いしがきプラン～」を策定し、平成 18（2006）年にはその後継計画として「第２次石垣市男女共同参画

計画～いしがきプラン～」を策定して、各種男女共同参画施策の推進を図りました。 

平成 13（2001）年には、女性人材リストの作成や 60 回におよぶ男女共同参画講座（講演会）の開催、

女性行政広報誌「まるざー」の発行等がはじまりました。 

平成 19（2007）年には、「“みーどぅん”(女)と“びぎどぅん”(男)でつむぐ男女共同参画都市―いしがき

宣言」を、平成 21（2009）年には「石垣市男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参画社会の実現

に向けた取り組みを推進するための基本となる考え方を定めました。 

平成 26（2014）年の市議会議員改選においては、女性議員の割合が 9.1%（2 名）から 13.6%（3

名）へと増加し、平成 30（2018）年の改選においても 13.6％（3 名）を維持しています。一方、令和 2

（2020）年の審議会等に占める女性委員の割合（地方自治法 202 条の 3 及び規則に基づく審議会）は

23.0%（平成 27 年：26.6%）へと減少しています。なお、平成 27（2015）年には、市役所において初め

て男性職員が育児休業を取得しました。 

平成 28（2016）年には、平成 28（2016）年度から令和 7（2025）年度までの 10 年間を計画期間

とする「第 3 次石垣市男女共同参画計画~いしがきプラン~」を策定し、４つの基本方針と目標値を設定し、

男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを進めているところです。 

また、令和 2（2020）年に、本市は内閣府が選定する「SDGs 未来都市」に選定され、「石垣市 SDGs

未来都市計画」を策定し、SDGｓの視点から本市の令和 12（2030）年のあるべき姿とその実現に向けた優

先的な目標（ゴール）等を定めました。男女共同参画についても SDGｓを活用した女性のエンパワーメント推

進等の取り組みを設定しています。 

 

前述のような背景を踏まえ、本市において男女共同参画社会の実現を目指すため、平成 28（2016）年に

策定した「第 3 次石垣市男女共同参画計画～いしがきプラン～」の中間評価を行うとともに、昨今の男女共同参

画施策に係る本市の現状や課題、市民意識等を的確に把握し、国際社会や国、県等の動向等も考慮しつつ、

「第３次石垣市男女共同参画計画～いしがきプラン～」の改定を行うものです。 
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２．計画の性格 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第９条及び第 14 条第３項に基づき策定される男女共同参画推

進のための総合的な計画です。 

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）第 6 条第 2 項に基づき策

定される「石垣市推進計画」（当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画）、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（DV 防止法）第２条の

３第３項に基づき策定される「石垣市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」としての性格をあわ

せもつ計画です。 

 

３．計画の位置づけ 

本計画の位置づけは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画 
・SDGs 未来都市計画 
・地域保健福祉計画 
・子ども・子育て支援事
業計画 

・母子保健計画 等 
 

 
第 3次石垣市男女共同参画計画（改定版） 

～いしがきプラン～ 
 
 
 
 

男女共同参画社会基本法 第４次石垣市総合計画 

 基本構想  

↓ 

 基本計画  

DV 防止法 女性活躍推進法 

女性活躍推進法に基づく石垣市

推進計画 

 

石垣市男女共同

参画推進条例 

 

石垣市配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画 

第 5 次 
男女共同参画

基本計画 

第 5 次 
沖縄県男女共同参画計画 

沖縄県配偶者等からの暴

力防止及び被害者支援

基本計画 
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４．計画期間 

本計画は、平成 28（2016）年度から令和 7（2025）年度までの 10 年間の計画として策定し、中間年

度である令和２（2020）年度に見直しを行い、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度の後期５

年間の方針を定めました。 

なお、後期 5 年間においても計画に位置付けられた施策・事業等の点検・評価を毎年度行うとともに、その結

果、あるいは社会情勢の変化によって計画に変更の必要性が生じた場合には、適宜見直しを行うものとします。 

 

 

 

平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度
令和元年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

(2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度) (2020年度) (2021年度) (2022年度) (2023年度) (2024年度) (2025年度)

●中間見直し

●第4次計画策定

第３次石垣市男女共同参画計画（10年間）

第３次石垣市男女共同参画計画（改定版）
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第１章 計画の基本理念及び基本的な考え方（総論） 

１．基本理念 

日本国憲法にうたわれる個人の尊重と男女平等の理念に基づき、石垣市においても、「石垣市男女共同参画

計画（いしがきプラン）」の策定をはじめ、市民自らが主体となり「みーどぅん(女)とびぎどぅん(男)でつむぐ男女共同

参画都市－いしがき宣言」を行うなど、市民とともに様々な取り組みを進めてきました。 

しかしながら、家庭で、職場で、そして地域社会の中で、性別による固定的な役割分担意識や無意識の偏見

（アンコンシャス・バイアス）、それらに基づく社会制度や慣行はいまなお根強く残っており、また、配偶者等からの

暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に関する支援やＬＧＢＴ等の多様な性の尊重、女性の職業

生活における活躍促進や男性にとっての男女共同参画の位置づけ等、より一層の努力が求められています。 

今日の社会経済情勢の急速な変化に的確に対応し、豊かで活力ある未来を築くためにも、すべての人が性別

にかかわりなく、人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができ、喜びと責任を分かち合う男女共同

参画社会の実現が強く求められています。こうした背景を受け、本市においては、「互いを尊重し だれもが個性と

能力を発揮できる 安心のまち いしがき」を基本理念とし、その実現に向け、４つの基本方針のもと施策を展開

していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

互いを尊重し だれもが個性と能力を発揮できる 

安心のまち いしがき 

 

基本理念 
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２．基本方針 

平成 21（2009）年度に制定した石垣市男女共同参画推進条例に掲げた７つの基本理念と本計画で推

進する具体施策の柱となる基本方針の関係は以下のとおりとなっています。 

 

 第 3次石垣市男女共同参画計画 

基本方針 

（1） 

男女共同参画

社会の実現に

向けた周知と意

識啓発 

（2） 

誰もが個性と能

力を発揮するた

めの意識と環境

づくり 

（3） 

すべての市民が

安心して暮らせ

るまちづくり 

（4） 

配偶者等からの

暴力（DV）等

やハラスメントの

根絶に向けた取

り組み 

石
垣
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例 

基
本
理
念 

１．男女の人権の尊重 

 
  ● ● 

２．男女の性についての理

解 
  ●  

３．学校教育、あらゆる分

野の教育の場において

の男女共同参画を実

現するための配慮 

●    

４．社会における制度や慣

行についての配慮 
● ●   

５．政策等の立案及び決

定の場への共同参画 
 ●   

６．家庭生活における活動

と他の活動の両立 
   ● 

７．国際的取り組みとの連

携・協調 
  ●  
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 男女共同参画社会の実現に向けた周知と意識啓発 (１)

男女共同参画社会の実現には、誰もがその個性と能力を十分に発揮し、社会的に自立する社会を形成してい

く必要があります。しかしながら、男女共同参画社会の目指す理念や目的、重要性について、依然として市民に十

分浸透しているとは言えません。また、家庭や職場、地域等においては「男らしさ、女らしさ」といった固定的な役割

分担意識や無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）が未だ根付いている様子がうかがえます。 

こういった状況の中、男女共同参画社会の実現を目指していくため、子どもも含めたあらゆる年代の市民に対し

て、その理念や目的、意義等の周知・啓発や固定的役割分担意識等の見直し等をすすめていきます。 

 

 

 誰もが個性と能力を発揮するための意識と環境づくり (２)

誰もがその環境の中でいきいきと活力に満ちた生活を送るためには、一人ひとりの個性や能力を発揮できる環境

づくりが必要です。 

こうしたことから、ワーク・ライフ・バランスの意識啓発や、職業生活における活躍促進を含む女性のエンパワーメン

ト推進等により、家庭や地域、職場といったあらゆる場面において、性別に捉われることなく互いの能力を発揮でき

るまちづくりを目指します。 

 

 

 すべての市民が安心して暮らせるまちづくり (３)

市民が生涯を通して心豊かで安心した生活を送るためには、本人の健康はもちろん、相手の人権を尊重し、互

いの身体的・性的差異を理解し合うとともに、多様な価値観を認め合って生きていくことが求められます。 

そのため、性に配慮した健康支援や人権尊重の意識啓発等をすすめ、互いの性や人権等を尊重しつつ、広い

視野で多様な価値観を認め合う社会の形成を目指します。 

 

 

 配偶者等からの暴力（DV）等やハラスメントの根絶に向けた取り組み (４)

配偶者等からの暴力（ＤＶ）や「セクシャル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「マタニティ・ハラスメント」な

どのハラスメント行為など、深刻な人権侵害が社会問題となっており、その被害者の多くは女性であるといわれてい

ます。 

このような人権侵害やあらゆる暴力の根絶を目指し、その未然防止のための意識啓発や相談支援、被害者を

支援機関へ適切につなぐ体制の構築・強化をはじめ、被害者の生活を再構築していくための支援について、関係

機関や市民との協働のもとすすめていきます。 
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３．施策体系 

 

理念 基本方針 具体施策の展開 

互 

い 

を 

尊 

重 

し 
 

だ 

れ 

も 

が 

個 

性 

と 

能 

力 

を 

発 

揮 

で 

き 

る 
 

安 

心 

の 

ま 

ち 
 

い 

し 

が 

き 

１．男女共同参画

社会の実現に向けた

周知と意識啓発 

（１）多様な媒体や機

会を活用した男女共同参

画の周知・啓発 

①広報いしがきや市ホームページ等を通した啓発 

②男女共同参画広報誌「まるざー」の充実・活用 

③いしがきプラン及び男女共同参画推進条例の周知 

④様々な機会を通した意識啓発の推進 

（２）学校教育・社会教

育等を通した固定的性別

役割分担意識の見直し 

①学校教育を通した男女共同参画意識の普及・啓発 

②幼児教育を通した男女共同参画意識の普及・啓発 

③講座等を通した男女共同参画の推進 

④各種団体との連携による男女共同参画の推進 

２．誰もが個性と能

力を発揮するための意

識と環境づくり 

 

 

 

 

（１）家庭における男女

共同参画の推進 

①男性の家事・育児等への参加促進 

②育児休業・介護休業等の取得促進 

③育児や介護に係るサービス等の充実 

（２）地域における男女

共同参画の推進 

①「いしがきプラン」地域推進委員会の活動促進 

②地域活動への参加促進 

③男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

（３）職場における男女

共同参画の推進 

①ワーク・ライフ・バランスの推進 

②労働環境の改善に向けた意識啓発 

③各種法制度等の周知 

④企業におけるポジティブ・アクションの取り組み促進 

⑤女性農業者の育成及び家族協定の普及促進 

（４）女性のエンパワーメ

ントの推進 

①政策・方針決定の場における男女共同参画の推進 

②女性リーダーの育成 

③女性団体ネットワークの拡充 

④SDGｓを活用した女性のエンパワーメントの推進 

⑤ひとり親家庭等への生活支援 

⑥起業支援の充実 

３．すべての市民が

安心して暮らせるまち

づくり 

（１）互いの性に配慮し

た健康支援や性教育の推

進 

①リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識の浸透 

②ライフステージに応じた健康支援の充実 

③発達段階に応じた性教育や性の悩み相談の実施 

④多様な性の尊重 

（２）人権の尊重と多様

な価値観を認め合う環境

づくり 

①人権尊重の意識啓発の推進 

②メディア・リテラシーの推進 

③異文化交流と国際交流の推進 

（３）平和な社会づくり

への貢献 

①平和事業の推進 

②平和学習の推進 

４．配偶者等からの

暴力（ＤＶ）等やハ

ラスメントの根絶に向

けた取り組み （１）あらゆる暴力の防

止に向けた取り組み 

①あらゆる暴力を予防するための意識啓発 

②各種法制度等の周知 

③相談窓口の周知と相談支援体制の充実・強化 

④ＤＶ等被害者を適切な支援機関へつなぐ体制の充実・強化 

⑤ＤＶ等被害者情報の保護 

⑥ＤＶ等被害者の生活の再構築や自立支援の充実 

⑦児童虐待への適切な対応 

⑧高齢者、障がい者等への暴力（虐待等）への適切な対応 

（２）あらゆるハラスメント

の防止に向けた意識の浸

透 

①あらゆるハラスメント防止に向けた意識啓発 

②相談窓口の周知 

 

「石垣市配偶者

等からの暴力防

止及び被害者

支援基本計画」

に該当する分野 

「女性活躍推進

法に基づく石垣

市推進計画」 

に該当する分野 
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第２章 施策の展開（各論） 

１．男女共同参画社会の実現に向けた周知と意識啓発 

 多様な媒体や機会を活用した男女共同参画の周知・啓発 (１)

 

本市においては、平成５（1993）年の「石垣市女性行動計画」策定を契機に、多様化したニーズや課題に

対応するべく、各種男女共同参画施策の展開を図ってきました。また、平成 21（2009）年には「石垣市男女

共同参画推進条例」を制定し、市民、企業、行政等のそれぞれの責務について定め、７つの基本理念のもと、男

女共同参画社会の実現に向けて取り組むものと定めています。 

しかしながら、令和２（2020）年度に実施したアンケート調査によると、男女共同参画に関する言葉として

「ジェンダー」等、5 年前に比べて認知度が高まったものがある一方、「石垣市男女共同参画推進条例」及び「いし

がきプラン（第 3 次）」については依然として６割以上の市民が「知らない」と回答しており、施策の内容や取り組

みをはじめ、男女共同参画に関する意識の浸透が十分に図れているとは言い難い状況です。男女共同参画の理

念を実現するためには、市民一人ひとりをはじめ、地域団体や企業等がそれぞれの役割を認識し、意識の普及・

啓発や周知、情報の共有等、それぞれの立場で行動に移していく必要があります。 

そのため、改めて男女共同参画社会が目指すまちの姿や理念、その意義等について、市民等との協働のもと周

知・啓発を図っていくとともに、すべての市民に意識が浸透するよう、様々な機会を通じて意識啓発を推進していく

必要があります。 

なお、今後の周知・啓発にあたっては、世界や国等の動向に留意し男女共同参画に関する新しい概念や制度

等を取り入れていくとともに、SNS 等の新たな媒体等を活用していくことが重要です。 

【男女共同参画に関する言葉の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（市民用） 

 

現状と課題 

63.9% 32.0% ＋25.9

6.7% 89.3% －2.0

6.7% 89.2% －4.9

12.6% 83.5% －8.5

※知っている:「内容も良く知っている」+「内容は少し知っている」

※知らない:「聞いた事はあるが内容は知らない」+「知らない」

28.8

1.0

1.0

2.5

35.1

5.7

5.7

10.1

13.6

24.8

24.5

22.4

18.4

64.5

64.7

61.1

4.1

4.1

4.1

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ジェンダー（社会的文化的に作られる性別）

第３次石垣市男女共同参画計画「いしがきプラン」

石垣市男女共同参画推進条例

石垣市男女共同参画「広報誌まるざー」

内容も良く知っている 内容は少し知っている

聞いた事はあるが内容は知らない 知らない

無回答

N=723

知
っ
て
い
る

5
年
前
比
較
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施策 施策の内容 所管課 

① 

広報いしがき

や市ホームペ

ージ等を通し

た啓発 

広報いしがきや市ホームページなど多様な媒体を活用して、男女共

同参画の意義や目的をはじめ、各種法制度や最新情報の発信を行

い、市民の男女共同参画に関する意識の高揚を図ります。 

その際、SNS 等の市民の利用度が高いデジタル媒体等による新た

な広報・啓発方法を研究し、活用していきます。 

平和協働推進課 

② 

男女共同参

画広報誌「ま

るざー」の充

実・活用 

本市の男女共同参画広報誌「まるざー」の定期的な発行を継続実

施するとともに、男女共同参画に関する動向や最新情報の掲載に努

めるなど内容の充実を図ります。 

また、イベントでの配布や公民館での掲示、講座におけるテキストと

しての使用に加えて、広報いしがきと合わせた配布等の新たな周知方

法も検討しつつ、「まるざー」の活用及び市民への普及・定着を図りま

す。 

平和協働推進課 

③ 

いしがきプラン

及び男女共

同参画推進

条例の周知 

いしがきプラン及び男女共同参画推進条例の周知及び普及・啓発

を図り、市民や企業等が各々の責務や役割をきちんと理解・意識し、

男女共同参画社会の実現に向けて行動するまちづくりをすすめます。 

また、市役所が男女共同参画に向けた取り組みを先導していくよ

う、庁内への周知を徹底し、職員の理解促進を図ります。 

平和協働推進課 

総務課 

④ 

様々な機会

を通した意識

啓発の推進 

男女共同参画週間における標語や川柳等の募集やパネル展の開

催、女性団体ネットワーク主催の「まるざーフェスティバル」における啓発

活動等、様々な機会を通して男女共同参画意識の普及・啓発を図

ります。 

また、それらの取り組みを多くの市民へ周知し、男女共同参画社会

の実現に向けた市民参画を促します。 

平和協働推進課 

 

 

 

 市が広報いしがきやホームページ等の様々な媒体や機会を活用して発信している情報を受け取り、周り

の人と共有して理解を深めるようにしましょう。 

 男女共同参画に関するイベント、男女共同参画週間における標語や川柳募集に応募するなど、男女共

同参画の取り組みに参加しましょう。 

 

 

 

  

家庭・地域・職場等に期待する役割 

具体的施策の展開 

<男女共同参画広報誌「まるざー」> 
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 学校教育・社会教育等を通した固定的性別役割分担意識の見直し (２)

 

 

令和２年度に実施したアンケート調査結果（子ども用、市民用）をみると、小・中学生の大半が『家事』

『育児』『収入を得ること』について、男女が協力して、もしくは男女どちらでもよいという意識を持っていますが、そ

の一方で『家事』『育児』は女性、『収入を得ること』は男性が主にするのがよいと考える子どももいます。また、社

会の各場面における平等感をみると、『平等』と考える市民が半数を超えるのは『学校教育の場』のみであり、

『家庭生活』や『職場』等のその他の項目すべてで男性が優遇されていると感じている割合が高くなっています。 

わたしたちの家庭生活や地域行事、職場等の日常生活における様々な場面では、未だ「男らしさ、女らしさ」

といった固定的な役割分担意識が依然として根付いています。こうした固定的な考え方は、幼少期から知らず

知らずのうちに植え付けられてしまうことが多く、性別に関わりなくそれぞれの個性を活かし、社会的に自立していく

社会の形成の妨げになる可能性もあります。 

こうした状況を踏まえ、固定的な性別役割分担意識の見直しを図っていくためにも、幼少期からの教育や子ど

もから高齢者まで幅広い市民のライフステージに対応した社会教育、関係団体と連携した意識の啓発等が不

可欠です。アンケート調査結果（市民用）によると、学校教育や社会教育での男女共同参画に関する意識

啓発・教育に対する市民ニーズは高まっており、今後さらに充実を図る必要があります。 

 

【家庭における男女の役割分担に対する意識（子ども）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（子ども用） 

  

3.3

1.0

1.6

1.2

30.7

25.4

5.4

7.7

16.7

9.9

0.8

0.2

64.4

60.7

68.3

65.7

46.9

43.5

21.8

28.2

11.3

20.6

18.7

28.8

1.9

0.8

0.2

0.8

0.6

0.4

2.9

1.4

1.8

1.6

2.1

1.4

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

(n=514)

中学生

(n=496)

小学生

(n=514)

中学生

(n=496)

小学生

(n=514)

中学生

(n=496)

男の人が主にするのがよいと思う
女の人が主にするのがよいと思う
男の人と女の人が協力してするのがよいと思う
どちらでもよいと思う
その他
わからない
無回答

家事について

子育てについて

お金を稼ぐことについて

現状と課題 
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【社会の各場面における男女の地位の平等について（市民）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（市民用） 

【男女共同参画社会を目指して行政が力を入れていくべきこと（市民）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（市民用） 

  

学校現場における男女の平等と相互の理解や
協力についての学習を充実する

生涯学習の場における男女の平等と相互の理
解や協力についての学習を充実する

広報誌やパンフレットで男女の平等と相互の
理解や協力についての啓発を充実する

男性に対する意識啓発を充実する

女性に対する意識啓発を充実する

女性の就業支援のため、就業情報の提供や職
業訓練を充実する

職場における男女格差是正、労働時間短縮、
育児・介護休業制度の普及促進を図る

育児・介護の支援充実や就労環境の整備な
ど、仕事と家庭・地域生活の両立を支援する

配偶者等に対する暴力（セクハラ・ＤＶな
ど）の根絶と被害者に対する支援を充実する

女性の社会参画を促進するための研修などを
充実する

相談窓口を充実する

市の審議会など、政策・方針を決定する場へ
の積極的な女性の登用を図る

防災や感染症対策などにおいて、男女共同参
画を推進する

その他

無回答

34.0

19.4

11.6

17.4

8.9

18.1

40.8

43.2

18.3

6.4

14.9

15.4

4.1

1.8

6.4

28.5

14.9

10.1

21.9

11.4

22.1

39.0

51.0

13.6

7.6

9.9

13.0

0

1.9

0

0% 20% 40% 60% 80%

今回（R2）(n=723) 前回（H27）(n=484)

男性優遇
計

平等
女性優遇

計

47.8 39.1 4.1

42.9 38.6 8.0

14.4 53.7 2.7

43.1 32.8 4.1

76.1 11.2 1.2

42.1 31.7 7.5

72.6 12.9 2.2

69.9 13.7 3.9

12.4

11.8

1.8

8.9

37.9

13.3

28.1

18.3

35.4

31.1

12.6

34.2

38.2

28.8

44.5

51.6

39.1

38.6

53.7

32.8

11.2

31.7

12.9

13.7

3.3

6.1

2.4

3.3

1.1

6.8

1.9

3.3

0.8

1.9

0.3

0.8

0.1

0.7

0.3

0.6

7.3

8.2

24.5

17.3

9.5

16.2

10.4

10.4

1.5

2.4

4.8

2.8

1.9

2.6

1.9

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭生活で

職場で

学校教育の場で

地域活動・社会活動の場で

政治の場で

法律や制度の上で

社会通念･慣習･しきたりなどで

社会全体でみた場合

（ｎ＝723）

男性の方が優遇されている どちらかと言えば男性の方が優遇されている

平等 どちらかと言えば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答
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施策 施策の内容 所管課 

① 

学校教育を

通 し た 男 女

共同参画意

識の普及・啓

発 

男女がお互いを尊重し合い、平等に扱われることが当然であるという

前提のもと、道徳や総合的な学習の時間、特別活動の時間等におい

て男女共同参画や人権等に関する学習や、キャリア教育等を実施し

ます。 

また、男女混合名簿の導入等、小・中学校における男女共同参画

社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

学校教育課 

平和協働推進課 

② 

幼児教育を

通 し た 男 女

共同参画意

識の普及・啓

発 

幼少期からさまざまな人とふれあう中で男女共同参画意識の涵養

が図られるよう、そのための取り組みの一環として、幼児教育現場（幼

稚園・保育所等）への性別にとらわれない職員採用と人材配置に取

り組みます。 

総務課 

子育て支援課 

③ 

講座等を通

し た 男 女 共

同参画の推

進 

地域の社会教育団体等と連携して、子育て期をはじめ、青年期、

壮年期、高齢期等のライフステージに合わせた生涯学習機会の確保

や性別や年齢等の対象（ターゲット）を絞った講座やフォーラムの開

催等による男女共同参画意識の普及・啓発を図ります。幅広い市民

に講座等を受講していただけるよう、参加促進策を検討していきます。 

平和協働推進課 

いきいき学び課 

 

④ 

各 種 団 体 と

の連携による

男女共同参

画の推進 

女性団体ネットワーク会議や婦人連合会、商工会女性部、八重

山「女性の翼」の会、PTA 連合会等、地域をはじめ、島外にもつなが

る多様なネットワークでつながり、活動している各種団体との連携強化

や、各団体同士の交流、若い世代の参加促進に努め、男女共同参

画意識の普及・啓発を図ります。 

平和協働推進課 

商工振興課 

 

 

 市が開催する男女共同参画に関する講座やフォーラム等への参加を促進しましょう。 

 自身が得た情報や知識を、家族や友人等周りの人たちと共有しやすい環境を作り、みんなで男女共同

参画社会の形成を目指しましょう。 

 

  

具体的施策の展開 

家庭・地域・職場等に期待する役割 
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２．誰もが個性と能力を発揮するための意識と環境づくり 

（１）家庭における男女共同参画の推進 

 

 

令和２年度に実施したアンケート調査結果（市民用、子ども用）によると、家庭における様々な役割につい

て、男女が同程度ずつ分担することが理想的と考える人が多くなっていますが、現実では家事や育児、介護等

は主に女性が担っており、一日あたりの実施時間からもこれらの役割については女性の負担が大きいことがわかり

ます。 

また、多くの小・中学生が家庭で様々なお手伝いをしていますが、「ゴミ出し」以外のお手伝いは男子より女子

で実施率が高いなど、既に幼少期から家庭内での役割について男女間で差が生まれている状況があります。 

このような家庭の役割における男女差を解消し、男女がともに家庭における様々な役割をともに担っていけるよ

う、男性に対する意識啓発をはじめ、家庭生活を支えるための育児・介護等に係るサービスの充実等を図ること

が必要です。 

【家庭での役割分担における理想と現実（市民）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（市民用） 

 

【平日に家事・育児・介護を行っている時間（市民）】 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（市民用） 

現状と課題 

主に夫
(男性)
が行う

主に夫
(男性)
が行い
妻(女
性)が一
部分担

夫(男
性) と
妻(女
性) が
同じ程
度

主に妻
(女性)
が行い
夫(男
性) が
一部分
担

主に妻
(女性)
が行う

その他
該当し
ない

無回答
主に夫
（男性）

計

夫妻
（男女）
同程度

主に妻
（女性）

計

理想 22.2 30.8 38.9 1.3 0.8 - 1.3 4.8 53.0 38.9 2.1

現実 29.1 31.6 29.7 2.5 1.9 - 0.6 4.6 60.7 29.7 4.4

理想 0.2 1.0 52.3 31.6 9.0 0.2 0.6 5.0 1.2 52.3 40.6

現実 0.8 0.8 20.1 42.5 31.0 0.2 - 4.6 1.6 20.1 73.5

理想 5.2 5.0 37.4 19.9 25.9 0.2 0.8 5.4 10.2 37.4 45.8

現実 9.4 5.4 21.1 13.2 45.6 0.4 0.6 4.2 14.8 21.1 58.8

理想 0.6 1.3 52.1 7.7 3.3 0.6 28.2 6.1 1.9 52.1 11.0

現実 0.8 1.3 24.3 25.3 14.4 0.6 27.8 5.4 2.1 24.3 39.7

理想 0.2 1.0 43.3 8.2 4.0 2.9 33.9 6.5 1.2 43.3 12.2

現実 0.4 1.0 10.3 9.8 13.8 1.9 56.5 6.3 1.4 10.3 23.6

理想 1.3 2.1 52.3 5.4 1.7 0.4 29.1 7.7 3.4 52.3 7.1

現実 1.5 4.4 37.7 12.6 6.7 0.6 30.8 5.9 5.9 37.7 19.3

理想 12.6 14.6 52.9 2.9 2.3 1.0 6.7 6.9 27.2 52.9 5.2

現実 24.1 13.8 36.6 4.6 2.9 1.3 11.5 5.2 37.9 36.6 7.5

理想 9.4 11.9 64.9 3.3 2.1 1.0 1.5 5.9 21.3 64.9 5.4

現実 15.5 18.8 47.7 6.7 4.0 0.8 1.7 4.8 34.3 47.7 10.7

高額商品の購入
(不動産等)

家庭の問題の
最終的な決定

(n=478)

家計を支える
( 生活費を稼ぐ)

家事をする
( 掃除・洗濯・炊事)

家計の管理

子どもの世話・しつけ

病人・老親の世話
(介護)

子どもの教育方針･
進学の決定

家事
（炊事・洗濯・買物等）

育児・子どもの学習等 病人・高齢者等の世話

（ｎ＝444） （ｎ＝409） （ｎ＝404）

男性 1.35時間 0.44時間 0.14時間

女性 3.50時間 2.23時間 0.20時間

平日の
平均時間
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【家で行っているお手伝い（子ども）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（子ども用） 

 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

男性の家事・

育 児 等 へ の

参画促進 

様々な情報媒体の活用による情報発信や両親学級、各種健診

等の機会を通して、子育てにおける父親の重要性や家事・育児等へ

の参画を促します。 

また、子どものころから家事・育児等への意識付けを行うため、学校教

育等を通した意識啓発に努めます。 

平和協働推進課 

子育て支援課 

健康福祉センター 

学校教育課 

② 

育 児 休 業 ・

介護休業等

の取得促進 

男女がともに家事や育児等に積極的に参加できるよう、育児休業・

介護休業等の取得促進を図ります。 

また、先進事例の情報発信等により、とりわけ取得率の低い男性へ

の意識啓発に積極的に取り組みます。 

平和協働推進課 

総務課 

 

32.5

57.4

53.5

58.0

19.1

21.4

46.1

49.8

33.7

2.9

16.9

0.2

32.5

52.6

46.5

47.8

17.5

21.1

54.8

43.0

25.4

3.5

13.6

0.0

32.8

59.6

59.6

66.0

19.2

21.5

39.6

54.3

40.0

2.6

21.1

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物

食事の準備

食事の後かたづけ

部屋のそうじ

トイレそうじ

お風呂そうじ

ゴミ出し

洗たく

きょうだいの世話

なにもしない

その他

無回答

全体(n=514) 男子(n=228) 女子(n=265)

26.4

50.6

65.5

59.3

13.7

12.7

43.1

53.0

24.8

5.8

9.5

0.6

23.2

44.4

61.4

52.1

13.1

15.1

47.5

44.4

20.8

8.1

8.9

0.4

31.3

57.5

71.5

69.2

15.4

11.2

39.7

64.0

29.4

2.8

10.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

買い物

食事の準備

食事の後片づけ

部屋の掃除

トイレ掃除

風呂掃除

ゴミ出し

洗濯

きょうだいの世話

なにもしない

その他

無回答

全体(n=496) 男子(n=259) 女子(n=214)

小学生 中学生 

具体的施策の展開 
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施策 施策の内容 所管課 

③ 

育児や介護

に係るサービ

ス等の充実 

男女がともに安心して社会へ参画できるよう、「石垣市子ども・子育

て支援事業計画」や「21 パールプランいしがき（石垣市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画）」に基づき、育児や介護に係るサービス

等の充実を図り、保育所等待機児童の解消や家族介護負担の軽減

等に努めます。 

子育て支援課 

介護長寿課 

 

 

 

 

 男女とも分担して家事･育児･介護等に取り組みましょう。 

 家族で相談し、子どもでもできる家事などの役割を分担しましょう。 

 

  

家庭・地域・職場等に期待する役割 

<男女共同参画川柳・標語＆フォトコンテスト 展示> 

<男女共同参画フォトコンテスト募集案内> 
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（２）地域における男女共同参画の推進 

 

 

地域の様々な場面で男女がともに平等な立場で活躍していくことは地域の活性化のためにも重要なことです

が、前出のアンケート調査結果（市民用）によると、地域活動・社会活動の場では男性のほうが優遇されてい

ると感じている人が多くなっています。 

本市では、本計画に基づき、地域における男女共同参画を推進するため、「『いしがきプラン』地域推進委員

会」を設置しており、今後も当委員会の活動促進を図るとともに、地域の様々な関係機関・団体等において男

女共同参画が推進されるよう、働きかけていくことが必要です。 

近年、大規模地震や予想を超える規模の風水害等の様々な災害が発生しており、四方を海に囲まれた本

市において防災対策は重要な課題となっています。災害の発生は全ての市民の生活を脅かすものですが、とりわ

け女性や子ども、高齢者等の災害弱者がより多くの影響を受けることが指摘されています。また、平常時におけ

る固定的な性別役割分担意識を反映して、避難生活の場で食料調達や調理、育児・介護等の役割が女性

に集中することが懸念されます。このようなことを考慮しつつ、男女共同参画の視点にたった防災対策を推進して

いくことが必要です。 

 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

「いしがきプラ

ン」地域推進

委員会の活

動促進 

「いしがきプラン」の効果的な推進を図るため、意見交換や情報共

有、地域における男女共同参画推進体制の構築等を目的に設置さ

れた「いしがきプラン」地域推進委員会の活動促進に向け、他地域の

取り組みの紹介や研修機会の確保等に取り組みます。 

平和協働推進課 

 

② 

地域活動へ

の参加促進 

地域課題の解決等を図るため、性別を問わず様々な地域活動へ

の参加を促します。 

また、多様な媒体の活用や講座の開催等を通して、字会をはじめと

する各種地域団体の方針決定の場等への女性の参画を促します。 

いきいき学び課 

平和協働推進課 

 

③ 

男女共同参

画 の 視 点 に

立 っ た 防 災

対策の推進 

災害時に男女がお互いを配慮して助け合うことができるよう、男女

共同参画の視点を取り入れた地域防災計画の改定に取り組みます。 

また、女性防災リーダーの育成や女性視点を入れた防災訓練・学

習会の開催等に取り組みます。 

防災危機管理課 

消防本部 

 

 

 

 日ごろから隣近所との交流や地域活動への参加を促進し、災害時など緊急時に協力し合える関係づくり

を意識しましょう。 

 

 

現状と課題 

具体的施策の展開 

家庭・地域・職場等に期待する役割 
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（３）職場における男女共同参画の推進 

 

 

近年、女性活躍推進法や働き方改革関連法等による、長時間労働等の見直し等により男女がともにワー

ク・ライフ・バランスを実現するための環境づくりや、職場における男女共同参画の取り組みが進められています。 

令和２年度に実施したアンケート調査結果（事業所用）をみると、本市内の事業所においても、5 年前に

比べて、性別にとらわれない社員教育・研修やワーク・ライフ・バランス推進のための制度の充実といった、男女平

等に働ける職場環境づくりが進んでいることがわかります。また、今後さらなる推進を図るために必要な後押しとし

て、優遇制度の創設や好事例等に関する講座・講演会開催等のニーズが高いことから、これらのニーズも踏まえ

つつ、行政として可能な支援方法を検討していくことも必要です。 

また、職場における男女共同参画として、女性のさらなる活躍を推進していく重要性が増しており、国は女性

活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務対象を令和 4 年度から拡大する等の推進策を示して

います。このような国の関連法制度の内容について労使に広く周知していくことも必要です。 

 

【男女平等に働ける職場の環境づくり（事業所）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（事業所用） 

 

女性の活用に関する担当部局、担当者を設
けるなど、企業内での推進体制を整備して
いる

女性の少ない職場・職種に女性従業員を配
置したり女性を積極的に雇用したりするな
どしている

性別により評価することがないよう、人事
評価基準を明確に定めている

業務に必要な知識や能力、資格取得のため
の教育や研修を、性別に関係なく実施して
いる

男性管理職に対し、女性活用の重要性につ
いての啓発を行っている

体力面での個人差を補う器具や設備等を設
置する等、働きやすい職場環境づくりを
行っている

男女共に仕事と家庭を両立させるための制
度を充実させている

特に何もしていない

その他

無回答

12.8

16.8

28.8

49.6

13.6

22.4

35.2

26.4

3.2

0

14.6

12.0

23.4

39.9

12.0

18.4

25.9

32.9

5.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80%

今回（R2年）(n=125) 前回（H27年）(n=158)

現状と課題 

女性の活用に関する担当部局、担当者を設
けるなど、企業内での推進体制を整備して
いる

女性の少ない職場・職種に女性従業員を配
置したり女性を積極的に雇用したりするな
どしている

性別により評価することがないよう、人事
評価基準を明確に定めている

業務に必要な知識や能力、資格取得のため
の教育や研修を、性別に関係なく実施して
いる

男性管理職に対し、女性活用の重要性につ
いての啓発を行っている

体力面での個人差を補う器具や設備等を設
置する等、働きやすい職場環境づくりを
行っている

男女共に仕事と家庭を両立させるための制
度を充実させている

特に何もしていない

その他

無回答

12.8

16.8

28.8

49.6

13.6

22.4

35.2

26.4

3.2

0

14.6

12.0

23.4

39.9

12.0

18.4

25.9

32.9

5.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80%

今回（R2年）(n=125) 前回（H27年）(n=158)
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【男女共同社会実現に向けた取り組みを推進していく上で必要な後押し[制度等]（事業所）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（事業所用） 

 

 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

ワーク・ライフ・バ

ランスの推進 

誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、一方で子育てや介

護等の家庭の時間、地域活動など生活面での充実を両立するこ

とを目指すワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及

啓発に取り組みます。 

平和協働推進課 

子育て支援課 

総務課 

② 

労働環境の改

善に向けた意識

啓発 

男女がともにワーク・ライフ・バランスを実現できるよう、商工会等

の関係団体と連携しながら、長時間労働の是正や各種休業制

度の周知等の労働環境の改善に向けた意識啓発を図ります。 

平和協働推進課

商工振興課 

③ 

各種法制度等

の周知 

男女雇用機会均等法や労働基準法、育児休業・介護休業

制度等の法制度の周知を図ります。 

女性活躍推進法について、同法に基づく一般事業主行動計

画の内容も含め、広く周知を図ります。 

商工振興課 

平和協働推進課 

総務課 

④ 

企業におけるポ

ジティブ・アクショ

ンの取り組み促

進 

ハローワーク等の関係機関と連携し、女性の積極的雇用をはじ

め、職域拡大や管理職への登用等に積極的に取り組んでいる企業

の紹介・表彰等を行うことにより、企業の積極的な取り組みを促進

します。 

また、他自治体で導入されている企業等の取り組みを促進するた

めの制度等について、調査・研究を行っていきます。 

平和協働推進課 

商工振興課 

 

 

 

 

具体的施策の展開 

男女共同参画に力を入れている企業へ
の優遇制度の創設（表彰、認定、助成
金等）

ワーク・ライフ・バランスや育児休業
制度、介護休業制度をはじめとする各
種法制度、企業のポジティブ・アク
ションの事例等に関する出張講座・講
演会の実施

男女がともに働きやすい環境づくりの
ための専門家（コンサルタント等）派
遣支援

その他

特にない

無回答

48.0

44.0

34.4

4.0

17.6

6.4

0% 20% 40% 60%n=125
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施策 施策の内容 所管課 

⑤ 

女性農業者の

育成及び家族

経営協定の普

及促進 

女性の就農を促進するとともに、「我が家のドリームマップ（家

族経営協定書）」の周知を図り、経営主、配偶者、後継者が、

相互に責任ある経営への参画を通じて、目標実現に向けた農業

経営と健康で明るい家庭作りに取り組みます。 

農政経済課 

 

 

 

 職場や地域活動において、男女がそれぞれ不平等に扱われていないか、性別による固定的な役割分担

がないか見直してみましょう。 

 ワーク･ライフ･バランスの推進を意識し、男性も女性も家庭や地域活動と仕事の両立を図りやすいよう、

職場の環境づくりを目指しましょう。特に、育児休業や介護休業の取得率が低い男性が取得できるよう、

事業主は職場環境づくり、職員は互いに連携・協力し合える意識づくりに努めましょう。 

 

  

家庭・地域・職場等に期待する役割 

<我が家のドリームマップ （家族経営協定書）> 

報酬は家族の話し合いにより定める。 ・農業及び農家生活に関する研修に積極的に参加 ・経営権及び経営資産については、将来、（　　　）の合意に基づき移譲する。
・（　　　）に対して、(月・年）額（　　　）円 　する。 ・移譲の時期及び方法は、（　　　）の協議の上定めるものとする。

　支払う。 ・家族や雇用者のリフレッシュのために懇親会を

・支払い方法は、（いつ　　　）、（現金・口座振り込　（　　　）回開催する。

　み）で支給するものとする。

１日の労働時間は次の通りとする。

・（毎週・毎月）（　　　）日を休日とする。 　通常の労働時間

・月に（　　　）回、休日とする。 ・夏場＜農閑期＞ ・家族の積立　　月　　日（　　　　　のため）

・その他の休日については、（お正月・盆休・夏 　（　　　）：午前　 時～　 時、午後 　時～　 時 　      　　　　　月　　日（　　　　　のため）

　休み）を（　　　）日とる。 　（　　　）：午前　 時～　 時、午後　 時～　 時 　　　　 　　 　月　　日（　　　　　のため）

・冬場＜農繁期＞

但し、農繁期、健康状態や諸行事等への参加な 　（　　　）：午前　 時～ 　時、午後　 時～　 時 ・家族の毎月の生活費 円

ど個々の用事がある時は気兼ねなく休めるよう 　（　　　）：午前　 時～ 　時、午後　 時～　 時

な配慮を行う。 但し、作業状況に合わせて家族で話し合いの上、 ・家族の記念日（父の日、母の日、お盆や正月）を・特別な支出の予定（冠婚葬祭、持ち家購入費）

就業時間は変更できるものとする。 　家族の日とし、家族そろって過ごす。 いつ

年 月 円

年 月 円

・生活設計資金は、家族の合意のもとに計画する。年 月 円

・１日の作業計画については、（毎朝・毎晩）

　（家族・夫婦）の話し合いのうえ決める。

・毎月（　　　）日に（場所：　　　　）で経営 ・この協定は、毎年　○○　月に見直しを行う。

　会議を開く。

・会議で話し合う内容は、生産状況や経営収支な 令和　　　年　　　月　　　日　

　どの現状と今後の経営方針・経営目標について

　話し合い、決定する。

【協定者】 【立会人】

・営農設計資金計画については、（家族・夫婦） 印 石垣市農林水産部長

　の合意のもとで計画する。 印

印

・毎年（　　　）月には、年間の決算を確認、次 石垣市農業委員会会長

　年度の目標や計画を立てる。 印 印

印 沖縄県八重山農林水産振興センター所長

・単収は　　　㎏（本・頭）/10a（年）を目標とする。 印

・農業所得は　　　　万円を目標とする。

　我　が　家　の　ド　リ　ー　ム　マ　ッ　プ　－家　族　経　営　協　定　書－　

いくら

この協定は、甲（夫）、乙（妻）、及び丙（後継者）が、相互に責任
ある経営への参画を通じて、目標実現に向けた農業経営を確立すると
ともに、健康で明るい家庭の建設を目的とする

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

氏　　名

住　　　所：

作　業　内　容

作物名 単　収

氏　名

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

後継者：

後継者：

　妻　：

経営主：所　得

就業条件に関すること

我が家の目標

労働報酬 研

休 日

労働時

農業経営に関すること農業経営に関すること

作業計画の樹立 役割分

営農設計資金計画

次年度の計画・目標

経営目標

目 的

経営移譲に関すること

経営の移譲

暮らしに関すること

生活経営上の役割分担 生活目標

生活設計資金計画
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（４）女性のエンパワーメントの推進 

 

 

女性が活躍しやすい社会をつくっていくためには、女性の視点からの政策形成や活躍しやすい環境づくり、支

援策の充実等をすすめていく必要があります。そのためには、様々な取り組みをけん引するリーダーの育成が求め

られます。このような観点から、国は「2020（令和 2）年までに指導的地位に女性が占める割合が少なくとも

30％程度となるよう期待する」との目標、いわゆる「2020 年 30％」目標を掲げてきましたが、令和 2 年 11 月

現在、「全体として 30％の水準に到達しそうとは言えない状況」との見解を示しています。 

本市においても、本計画において、審議会等における女性委員の登用率を令和 7 年度までに 30～65%と

することを目標としていますが、令和元年度現在 24.7％と、現時点では未達成の状況です。令和 2 年度に実

施したアンケート調査結果（市職員用）をみると、女性委員登用が進んでいない理由として「関係団体の女

性の人数、割合が低い」「関係団体からの女性の推薦が少ない」等があがっていますが、審議会等によってはあ

て職での委員構成や専門性の確保の観点から女性委員の登用が難しいものもあり、その対応が求められていま

す。 

また、本市においては、「沖縄県女性の翼の会」主催の海外研修への派遣支援を実施しており、男女共同

参画社会の実現に向けた活動をけん引するリーダーの育成を図っています。また、研修後の活動報告等により、

知識や体験の共有を図るとともに、「八重山『女性の翼』の会」の会員として、地域等における多様な活動の担

い手となっている様子もうかがえます。一方で、石垣島内での研修機会が限られていることもあり、多様な研修機

会の確保や参加者の確保が課題となっています。 

市内では、女性団体ネットワーク会議による「まるざーフェスティバル」をはじめ、様々な女性団体がそれぞれの

分野で活躍しています。今後は、SDGsの取り組み等も活用しながら、各団体同士の交流等を促進し、活動の

充実や活性化を促していく必要があります。 

本市のひとり親世帯は増加傾向にあり、母子家庭の占める比率が高くなっています。女性は非正規労働者

の割合も高く、安定した収入の確保をはじめ生活上の困難（貧困等）に陥りやすい傾向にあります。また、ひと

り親家庭等の生活困窮家庭で育つ子どもたちが、学力等の面で低学歴となり、低収入の職業に就き貧困に陥

るという負の連鎖が社会的に大きな課題となっています。こうした子どもの貧困問題をはじめ、負の連鎖を断ち切

るための支援が求められています。このため、女性のエンパワーメントの観点からも、引き続き、ひとり親世帯や生

活困窮世帯等の社会的自立に向けた支援を行っていく必要があります。 

あわせて、女性の視点から課題解決や生活利便の向上等に向けた商品・サービス開発の視点や女性のエン

パワーメントを推進する意味でも、女性も含めた起業支援等に努めていく必要があります。 

 

  

現状と課題 



第２章 具体的施策の展開（各論） 

23 

 

【審議会等で女性委員登用が進んでいない理由（市職員）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（市職員用） 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

政策・方針決

定の場における

男女共同参画

の推進 

市の政策や方針決定のために開催される審議会や委員会等に

おいて、男女の多角的な視点をまちづくり等へ反映させていくため、

女性委員の積極的登用により、ジェンダーバランスのとれた委員構

成となるよう、庁内関係課で取り組みます。 

市民や各団体等への意識啓発により、政策や方針決定の場へ

の女性の積極的な参加を促します。 

平和協働推進課 

関係課 

② 

女性リーダーの

育成 

女性が活躍する社会をけん引するリーダーを育成するため、「女

性の翼」等への派遣支援をはじめ、多くの人が参加できるよう、島

内における研修機会の確保等に努めます。また、研修を受けた市

民や各団体の構成員等がその成果を発揮できるような活躍の場の

確保に努めます。 

庁内において引き続き女性リーダー研修への派遣等を行い、政

策形成への多角的視点の確保や市の男女共同参画施策をけん

引するリーダー育成を図ります。 

平和協働推進課 

総務課 

③ 

女性団体ネット

ワークの拡充 

石垣市女性団体ネットワーク会議をはじめ、「いしがきプラン」地

域推進委員会、石垣市商工会女性部、八重山『女性の翼』の会

等、多様な団体の横のつながりを促進します。 

各団体の活動充実を支援するため、研修プログラムの充実等に

取り組みます。 

平和協働推進課 

④ 

SDGs を活用し

た女性のエンパ

ワーメントの推

進 

市内の女性団体等に対して、SDGs に関連する活動・セミナー・

交流を推進することで、各団体同士の連携を促進し、市民社会に

おける相対的な女性の地位の向上を目指します。 

平和協働推進課 

企画政策課 

 

具体的施策の展開 

関係団体の女性の人
数、割合が低い

関係団体からの女性
の推薦が少ない

その他

審議会登用に関わる
に部署に所属してい
ないためわからない

無回答

38.4

23.0

5.4

42.4

5.9

0% 20% 40% 60% 80%n=967
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施策 施策の内容 所管課 

⑤ 

ひとり親家庭等

への生活支援 

「石垣市ひとり親家庭自立促進計画」に基づき、ハローワークと

連携した就労支援をはじめ、自立支援教育訓練給付金等による

ひとり親世帯への就労支援の充実を図ります。 

また、生活困窮者自立支援法に基づき、ひとり親家庭を含めた

支援が必要な家庭への、就労支援、経済的支援、子どもへの教

育支援等の充実を図ります。 

こども家庭課 

福祉総務課 

商工振興課 

⑥ 

起業支援の充

実 

「石垣市創業支援等事業計画」に基づき、商工会等と連携し、

女性を含めた市民への起業支援等に取り組み、経済的自立や雇

用の創出を促します。 

商工振興課 

 

 行政や地域等の方針決定の場への積極的参加を促しましょう。 

 ひとり親家庭等、地域で困っている方がいたら、市の相談窓口を教えてあげましょう。 

 女性が管理職につくことについて、家族の理解を深め、家庭内でのサポートを行いましょう。 

 職場や地域から発信する情報に、固定的な性別表現がないか、配慮しましょう。 

 女性の能力を発揮していくための研修等の機会を提供し、管理職への登用等も積極的に進めていきまし

ょう。 

 

  

家庭・地域・職場等に期待する役割 

<女性団体ＳＤＧｓ勉強会> 

<八重山「女性の翼」の会 海外研修報告会> 
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３．すべての市民が安心して暮らせるまちづくり 

互いの性に配慮した健康支援や性教育の推進 （１）

 

 

生涯を通して健康でいきいきと暮らすことは、すべての市民の願いであり、そのためには多くの人が互いの身体

的・性的差異を理解し合い、相手に対する思いやりを持って生きていくことが求められます。 

また、女性は妊娠・出産のための身体のしくみが備わっており、様々な女性特有の問題に悩む方も多く、ライフ

サイクルを通して、男性とは異なる健康等への配慮が必要となります。また、女性の重要な権利のひとつとして認

識されている、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の認識も深めていく必要があり

ます。 

近年においては、性同一性障害を含むＬＧＢＴ等の方々の視点も重要視されており、他自治体においては

同性カップルに対してパートナーであることを認める公的書類の交付を行う動きもみられます。今後、こうした動き

が広がりを見せると考えられ、本市においても多様な性の尊重により、すべての市民が暮らしやすい社会の形成

に向けて取り組んでいく必要があります。 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

リプロダクティ

ブ・ヘルス／ラ

イツの意識の

浸透 

市ホームページや「まるざー」、SNS 等の情報媒体の活用をはじめ、

両親学級や健康相談など、女性の健康等について周知する機会を通

し、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識の浸透を図ります。 

平和協働推進課 

健康福祉センター 

② 

ライフステージ

に応じた健康

支援の充実 

「健康いしがき 21」や「母子保健計画」等に基づき、妊娠期・乳幼

児期から高齢期まで、各ライフステージに応じた切れ目のない健康支

援を行います。 

こども家庭課 

学校教育課 

健康福祉センター 

③ 

発達段階に

応 じ た 性 教

育 や 性 の 悩

み 相 談 の 実

施 

子どもたちがその発達段階に応じて、性に対する知識や生命を尊重

する心を育むための学習機会の確保を推進します。 

また、スクールカウンセリングや健康相談等を通して、性の悩みや心

身の相談への対応を図ります。 

こども家庭課 

学校教育課 

健康福祉センター 

④ 

多 様 な 性 の

尊重 

ＬＧＢＴ等の多様な性についての理解を深め、偏見や差別のない

石垣市を目指して、多様な情報媒体や機会を通して意識啓発を図り

ます。 

学校教育においても、多様な性の尊重も含めた、様々な偏見や差

別のない多様性を認めあう社会の大切さについて啓発していきます。 

平和協働推進課 

学校教育課 

 

 

現状と課題 

具体的施策の展開 
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 日ごろから健康づくりを意識するとともに、お互いの身体的･性的な違いを理解し、相手に対する思いやり

を持つようにしましょう。 

 妊娠、出産について、パートナーや家族で話し合いましょう。 

 職員の健診受診、メンタルケア等、健康の維持増進にむけた取り組みをすすめましょう。 

 LGBT 等の多様な性について理解を深めましょう。 

 

  

家庭・地域・職場等に期待する役割 

<小学校でのＬＧＢＴ講演会> 
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（２）人権の尊重と多様な価値観を認め合う環境づくり 

 

人権の尊重は、男女共同参画社会の実現に限らず、人間が社会生活を送るうえで最も基本的かつ重要な

事項です。人権尊重の意識啓発を図るため、幼いころからの教育や多様な媒体を通した情報発信等をすすめ

ていく必要があります。本市では毎年、花の種子、球根などを、子どもたちが協力し育てることによって生命の尊さ

を実感し、その中で豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目的に、指定校において「人権の花」

運動を行っています。 

近年、インターネット環境の急速な変化やＳＮＳなどの情報共有ツールの発達、スマートフォンをはじめとする

情報通信端末の浸透等、情報通信技術の発展により、情報発信や収集、共有に係る利便性は大きく向上し

ています。その一方で、インターネット上での性の情報の氾濫やＳＮＳによる児童生徒同士でのいじめ等、メディ

アを通した人権侵害にさらされる危険性も増しています。今後とも、情報通信技術が発展していくインターネット

を含め、メディア等の流す情報を主体的に読み解き、発信・活用する能力を養っていく必要があります。 

多様な価値観を認め合い、性別、人種、文化、風習等を互いに尊重することは、人権の尊重をはじめ、

様々な交流を生み出し、グローバルな視点を養うことにもつながります。 

本市は台湾など近隣諸国との交流を経て特有の文化や産業等を発展させてきた歴史があります。そうした経

緯を踏まえ、歴史の継承や市内に住む在住外国人等との交流を深めていくことで、歴史・文化・風習等の多様

な価値観への理解を深めていく必要があります。また、本市においては、沖縄県女性の翼の会による「女性の翼」

への派遣支援をはじめ、姉妹都市であるハワイ州カウアイ郡への中学生派遣事業など、グローバルな視点を持つ

人材の育成に取り組んでいます。今後とも様々な交流を促進し、多様な価値観を認め合う社会の形成を目指

すとともに、市内在住外国人への対応も含めた多文化共生のあり方についても検討していく必要があります。 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

人権尊重の意

識啓発の推進 

「人権の花」運動を通じた人権尊重思想の育成や、広報いしが

き、「まるざー」等多様な媒体を活用した意識啓発や講座・講演

会の開催等を検討し、人権尊重の意識啓発を図ります。 

また、道徳の時間や総合的な学習の時間の活用等、学校教

育を通して人権教育を推進します。 

平和協働推進課

学校教育課 

② 

メディア・リテラシ

ーの推進 

情報を主体的に読み解き活用する能力（メディア・リテラシー）

の育成を図るため、児童生徒への情報教育の推進やインターネッ

ト、ＳＮＳ等の使い方、危険性等に関する啓発に取り組みます。 

学校教育課 

③ 

異文化交流と

国際交流の推

進 

「女性の翼」やハワイ州カウアイ郡への中学生ホームステイ派遣

事業等、海外研修への派遣支援を継続するとともに、外国語学

習支援員（ＡＬＴ）など、異なる文化背景を持った人々と市民

や児童生徒が交流する機会の創出を図ります。 

また、市内在住外国人との交流機会の創出や市政情報の多

言語化等、多文化共生のまちづくりに向けて検討をすすめます。 

平和協働推進課 

学校教育課 

現状と課題 

具体的施策の展開 
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 お互いを認め合い、支え合い、助け合う気持ちを大切にしましょう。 

 様々な情報媒体から発信される情報を取捨選択できる活用能力を身に付けましょう。 

 在住外国人等との積極的な交流に努めつつ、困っている人を市の相談窓口へつなぐなど、対応可能な範

囲で助けてあげましょう。 

 

 

  

家庭・地域・職場等に期待する役割 

<「人権の花」運動> 

<多文化交流ゆんたく会> 
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 平和な社会づくりへの貢献 (３)

 

 

男女共同参画社会の前提には、個人としての尊厳を重んじる人権尊重がありますが、その人権を脅かす最た

るものが「戦争」です。本県においては、先の第二次世界大戦において甚大な被害を受け、女性や子どもも巻き

込み多くの生命が犠牲となりました。このような悲しい歴史を繰り返さぬよう、過去の経験を教訓に、後世へつな

がる平和な社会づくりを目指していく必要があります。 

本市においては、平和を考えるフォーラムや戦跡巡りをはじめ、慰霊の日における八重山戦争マラリア犠牲者

追悼式や全戦没者追悼式、世界平和の鐘の鐘打式の開催等により、市民へ平和について考える機会の提供

や意識の高揚を図ってきました。一方で、これらの平和事業への参加者の減少等が課題となっており、今一度、

平和や個々の命の尊厳について考える機会の創出を図っていく必要があります。 

また、児童生徒に対しては、原爆の犠牲となった広島、長崎への派遣や平和を考える作文・絵画コンクールの

実施、６月の平和月間における各学校での平和集会の開催など、平和学習に取り組んでいます。 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

平和事業の

推進 

平和を考えるフォーラム等の開催や、慰霊祭等を継続実施し、市

民の平和を希求する意識の高揚を図ります。 

平和協働推進課 

② 

平和学習の

推進 

小中高校生の広島・長崎への派遣や平和を考える作文・絵画コン

クールの実施をはじめ、小・中学校の道徳や特別活動の時間、慰霊

の日・特設授業等を通して、平和学習を推進します。 

平和協働推進課

学校教育課 

 

 

 

 平和事業等へ積極的に参加し、平和の大切さや戦争の悲惨さ等を再確認し、平和を希求する意識を

高めましょう。 

 身近な戦争体験者の体験談等を家族や兄弟等で共有するなど、平和を次世代へ継承する意識を高め

ましょう。 

  

現状と課題 

具体的施策の展開 

家庭・地域・職場等に期待する役割 
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資料：令和２年度アンケート調査（市民用） 

 

 

４．配偶者等からの暴力（DV）等やハラスメントの根絶に向けた取り組み 

（１）あらゆる暴力の防止に向けた取り組み 

 

近年、配偶者等からの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス（DV）や恋人同士で起こるデートＤＶ、

児童や高齢者、障がい者に対する虐待など、痛ましい事件等がメディア等を通じて報道されており、大きな社

会問題となっています。特に、令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛や

休業等による生活不安・ストレスからのＤＶや女性に対する性暴力の増加・深刻化が懸念されている状況

にあります。 

このような中、本市では、ＤＶ等を含む女性相談や児童相談等の相談対応をはじめ、八重山配偶者暴力

相談支援センター（八重山福祉保健所）、沖縄県女性相談所と連携した被害者支援及び一時保護の実

施等に努めていますが、依然としてＤＶ等が発生しています。 

令和２年度に実施したアンケート調査（市民用）でみても、市民の４割弱がＤＶを身近で見聞きしたこと

があると回答しています。身近で見聞きした後の対応として２割強の人が「何もできなかった」と回答していますが、

この割合は５年前の４割弱から減少していることから、周囲のＤＶ問題に関心を持ち、助言や援助等を行う市

民が着実に増えているものと考えられます。今後も引き続きＤＶ防止法に規定される通報努力義務の周知を

図り、被害者の早期発見に努めつつ、被害者を適切な支援機関へつなぐ体制や保護等の対応を行った後の被

害者の自立支援の体制の充実を図ることが必要です。 

また、ＤＶと密接な関連があるといわれる児童虐待をはじめ、高齢者・障がい者に対する虐待等についても、

各分野の関係機関等との連携のもと、その防止や発生後の支援等を充実し、あらゆる暴力の防止に向けた取

り組みを推進していかねばなりません。 

さらに、近年では、デート DV をはじめ若年層が暴力の被害者となる問題が深刻化しており、このような暴力を

しない・受けないよう、若年層に向けた啓発等の対応が求められています。 

【配偶者や交際相手からの暴力について、身近で見聞きした状況（市民）】 

 

 

  

現状と課題 

7.5

5.7

22.4

51.6

1.4

13.4

0% 20% 40% 60%

家族や知人などから相談されたことがある

身近に当事者がいる

身近に当事者はいないが、うわさを耳にしたことがある

身近で見聞きしたことはない

その他

無回答

n=723
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【ＤＶ、デート DVの認知度（中学生）】 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（中学生） 

 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

あらゆる暴力

を予防するた

め の 意 識 啓

発 

パートナー等への暴力（ＤＶ）や高齢者や障がい者、児童等への

虐待をなくし、全ての市民の人権が守られるよう、広報いしがきや市ホ

ームページをはじめ、チラシ・パンフレットや SNS 等の多様な媒体を活

用した意識啓発を図ります。 

あわせて、小・中学校の道徳の時間等を活用した暴力・虐待防止

の指導をはじめ、乳幼児に対する各種健診等や高齢者・障がい者等

へのサービス提供事業所に対する研修等のあらゆる機会を活用し、暴

力防止の意識啓発を図ります。 

こども家庭課 

介護長寿課 

障がい福祉課 

平和協働推進課 

学校教育課 

健康福祉センター 

② 

各種法制度

等の周知 

「ＤＶ防止法」や「ストーカー規制法」、「児童虐待防止法」、「高

齢者虐待防止法」、「障害者虐待防止法」等の関連法制度につい

て、法制度の改正内容等を適時的確に織り込みながら、周知を図り

ます。 

こども家庭課 

介護長寿課 

障がい福祉課 

③ 

相談窓口の

周 知 と 相 談

支援体制の

充実・強化 

女性相談窓口や家庭児童相談室をはじめ、八重山配偶者暴力

相談支援センター、警察、石垣市地域包括支援センター、石垣市障

がい者基幹相談支援センター（石垣市障がい者虐待防止センタ

ー）等の相談窓口の周知を図ります。 

また、本市の相談窓口の相談員については、研修機会の確保や専

門職の確保等により、相談員のスキルアップや支援体制の充実を図り

ます。 

こども家庭課 

介護長寿課 

障がい福祉課 

④ 

ＤＶ等被害

者 を 適 切 な

支援機関へ

つなぐ体制の

充実・強化 

「ＤＶ防止法」に規定されている通報努力義務を市民へ広く周知

し、早期発見・早期対応を促します。 

また、要保護児童対策地域協議会をはじめ、民生委員・児童委

員、ＰＴＡ等の地域団体等と連携し、ＤＶ等の被害者の早期発見

に努めるとともに、支援機関へつなぐ体制の充実・強化を図ります。 

こども家庭課 

⑤ 

ＤＶ等被害

者情報の保

護 

「石垣市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待

及びこれらに準ずる行為の被害者への支援に関する住民基本台帳事

務取扱要綱」に基づき、被害者情報の閲覧制限等による被害者への

支援措置を実施していきます。 

また、庁内関係課においても、被害者情報の取り扱いに注意し、情

報保護の徹底を図ります。 

市民課 

関係課（全課） 

具体的施策の展開 

64.3

18.3

22.0

14.9

12.7

65.3

1.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＤＶ

デートＤＶ

知っている 聞いた事がある 知らない 無回答
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施策 施策の内容 所管課 

⑥ 

ＤＶ等被害

者 の 生 活 の

再構築や自

立支援の充

実 

ＤＶ等の被害者がひとり親となった場合には、生活保護等による経

済的支援、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進費等に

よる就労支援など、被害者の生活の再構築や自立支援を行います。 

また、被害者が生活を立て直し、自立した生活を送れるよう、支援

の手法を検討します。 

こども家庭課 

福祉総務課 

⑦ 

児童虐待へ

の 適 切 な 対

応 

「児童虐待防止法」に規定されている児童相談所もしくは市への通

告義務について市民へ広く周知し、早期発見・早期対応を促します。 

また、各種健診や保育所、幼稚園、学校等において、関係機関と

の情報共有を密に行います。 

こども家庭課 

子育て支援課 

学校教育課 

健康福祉センター 

⑧ 

高 齢 者 、 障

がい者等への

暴力（虐待

等 ） へ の 適

切な対応 

高齢者や障がい者等への暴力（虐待等）に対して、「21 パールプ

ランいしがき（石垣市高齢者福祉計画・介護保険事業計画）」や

「てぃだプラン（石垣市障害[児]福祉計画）」等の各種計画に基づ

き、権利擁護をはじめ、見守り、相談等の支援を行います。 

介護長寿課 

障がい福祉課 

 

 

 ＤＶ等について相談されたときは、市の女性相談窓口や家庭児童相談室、県の八重山配偶者暴力相

談支援センターなど、関係機関への相談を促し、適切な支援を受けることを促しましょう。 

 身近にＤＶや児童虐待等の被害者を発見した場合、警察や八重山配偶者暴力相談支援センター、

中央児童相談所八重山分室、市へ通報・通告し、助けを求めましょう。 

 

 

  

家庭・地域・職場等に期待する役割 
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■困った時の相談窓口一覧 

①身近な相談窓口 

相 談 機 関 電 話 番 号 相 談 内 容 

法律相談 ８２－１２５３ 日常生活上の法律問題に関する相談 

行政相談 ８２－１３５０ 行政の仕事に対する意見、要望 

人権相談 ８２－１２５３ 学校・職場・家庭など身近な人権問題 

消費生活相談 ８２－１２５３ 
暮らしの中の消費生活問題、借金や多重債

務に関する相談 

沖縄県消費生活センター 

八重山分室 
８２－１２８９ 消費生活全般に関する苦情や問い合わせ 

 

②DV、虐待、子育て等に関する相談 

相 談 機 関 電 話 番 号 相 談 内 容 

石垣市女性相談室 

８７－０７７１ 

ＤＶや女性の悩みに関する相談 

石垣市家庭児童相談室 
しつけ、虐待、不登校、非行、子育てに関する

悩み相談 

八重山配偶者暴力(ＤＶ) 

相談支援センター 

８２－２３３０ ＤＶに関する相談、（ストーカー行為の相

談）※緊急の場合は警察へ 

中央児童相談所 

八重山分室 

８８－７８０１ 子育てに関するあらゆる相談、児童虐待に関

する相談・通報 

児童相談所全国共通 

ダイヤル 

１８９ 

（いちはやく） 
虐待かもと思ったとき 

 

③高齢者、障がい者（児）等に関する相談 

相 談 機 関 電 話 番 号 相 談 内 容 

高齢者相談窓口 ８４－３３３３ 高齢者に関する全般的な相談 

石垣市障がい者虐待防止

センター 
８２－９９４７ 障がい者（児）の虐待に関する相談 

石垣市障がい者基幹相談

支援センター 
８２－９９４７ 

障がい者（児）の生活上の困りごと全般の相

談支援 
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（２）あらゆる暴力の防止に向けた取り組み 

 

 

「ハラスメント」とは、人を困らせることや嫌がらせ、いじめといった意味を持っています。近年、この言葉の頭にも

う一つの単語を続ける「○○ハラスメント」の種類が急増しており、多くの人が被害に遭っています。 

特に職場等で多いとされる「セクシャル・ハラスメント（セクハラ）」や「パワー・ハラスメント（パワハラ）」をはじ

め、近年は働く男性が育児をすることに対して職場において精神的・肉体的ないやがらせを受ける「パタニティ・ハ

ラスメント（パタハラ）」が問題となっていますが、令和２年度に実施したアンケート調査結果（事業所用）に

よると、「パタニティ・ハラスメント（パタハラ）」については、「内容も良く知っている」が 28.0％、「内容は少し知っ

ている」が 29.6％と認知が低い状況です。 

職場にとどまらず家庭等において、言葉や態度、身振り等によって精神的苦痛を与える「モラルハラスメント

（モラハラ）」等、私たちの生活の中には様々なハラスメント問題が顕在化してきています。 

こうした様々なハラスメント行為は紛れもない人権侵害であり、時には犯罪行為にもつながるなど、男女共同

参画社会の形成の妨げとなっています。 

また、アンケート調査（市民用）からセクハラに対する市民の意識をみると、セクハラに当たると認識している

割合はほとんどの項目で前回（平成２７年度実施）より割合が高まっていますが、「『異性関係が派手だ』など

と性的な噂を流す」では前回より低くなっており、依然としてセクハラであるという認識が薄い状況です。 

今後、女性に限らずすべての人が暮らしやすい・働きやすい環境づくりを進めていくためにも、ハラスメントが人権

侵害であるという意識の啓発や周知をはじめ、被害者への支援に努めていくことが求められています。 

 

【ハラスメントに関する言葉の認知度（事業所）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（事業所用） 

 

  

現状と課題 

ア）セクシャル・ハラス
    メント（セクハラ）

イ）パワー・ハラスメン
    ト（パワハラ）

ウ）マタニティ・ハラス
    メント（マタハラ）

エ）パタニティ・ハラス
    メント（パタハラ）

70.4

70.4

64.0

28.0

29.6

28.8

33.6

29.6

0.0

0.0

0.8

12.0

0.0

0.8

1.6

30.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容も良く知っている 内容は少し知っている

聞いた事はあるが内容は知らない 知らない
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【ハラスメントに当たると認識している割合（市民）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年度アンケート調査（市民用） 

 

 

施策 施策の内容 所管課 

① 

あらゆるハラス

メント防止に

向 け た 意 識

啓発 

職場や家庭等におけるハラスメント行為が深刻な人権侵害であ

ることを広報いしがきや市ホームページをはじめ、チラシ・パンフレット

や SNS 等の多様な媒体を通して周知・啓発し、市民の意識の高

揚を図ります。 

また、男女共同参画週間やまるざーフェスティバル等、様々な機会

の活用や商工会等の関係団体と連携した周知活動に取り組みます。 

平和協働推進課 

商工振興課 

総務課 

② 

相談窓口の

周知 

困っている方の心の負担軽減や解決に向けた相談等に対応するた

め、本市の女性相談窓口をはじめ、沖縄労働局など関係機関も含め

た相談窓口の周知を図ります。 

平和協働推進課 

こども家庭課 

 

 

 地域や職場等でハラスメントに悩む人がいたら、市の女性相談窓口や県の相談窓口等を紹介しましょう。 

 職員のハラスメントに対する意識を高めるため、職場での啓発活動を行うなど、ハラスメントをしない、ゆる

さない職場づくりをすすめましょう。 

 

具体的施策の展開 

家庭・地域・職場等に期待する役割 

性的冗談や質問、ひやかしなどの
言葉をかけること

ヌードポスターや雑誌、性的ジェ
スチャーを見せたりしてからかう
こと

接待や宴会の席で、お酌やデュ
エット、ダンスを強要すること

結婚予定や出産予定をたびたび聞
くこと

目につきやすい場所に、ヌードポ
スターやカレンダーなどを置いて
おくこと

体をじろじろ見たり、容姿のこと
をすぐ話題にすること

「異性関係が派手だ」などと噂を
流すこと

72.9

76.9

62.5

35.1

62.0

74.0

68.3

64.3

68

57.4

30.4

53.9

67.6

71.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=723) 前回（n=484)
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第３章 計画の推進に向けて 

１．全庁体制で取り組む男女共同参画の推進 

本計画に位置付けられた施策を計画的かつ効率的に推進するためには、担当課・係のみならず、市役所の全

職員が男女共同参画の意義・目的等を理解し、本計画の基本理念「互いを尊重し だれもが個性と能力を発揮

できる 安心のまち いしがき」の実現に向けて取り組む必要があります。 

行政組織の各種業務においては、市民の人権をはじめ、性別、年齢、国籍その他個人情報等、様々な配慮

を必要とする場面が多く存在します。こうした配慮を日ごろから意識し、実践することが、行政サービスの向上や市

民の満足度の向上につながり、安心で住みよい石垣市をつくっていくことにつながります。一方で、本計画の改定に

あたって実施した職員アンケート調査においては、本計画（第３次いしがきプラン）や石垣市男女共同参画推進

条例等の認知度が依然として低いという課題が浮き彫りになりました。前述のとおり、行政業務においては市民に

対する様々な配慮が必要になることから、庁内において、男女共同参画の意義・目的等を再確認していく必要が

あります。したがって、庁内への条例や本計画の周知徹底を図るとともに、定期的な進行管理等による意識付けを

行い、全庁体制で男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

 

２．市民や企業、関係機関・団体等との連携・協力による男女共同参画の推進 

男女共同参画社会の実現は、行政のみでは決して達成されることはありません。市民や企業、関係機関・団体

等がそれぞれの立場でその役割や責務を果たし、男女共同参画社会の実現に向けて行動していく必要があり、本

計画は他の行政計画に比べ、市民等に期待する役割も大きなものとなっています。 

本市には女性団体ネットワーク会議をはじめ、多様な女性団体が市内や各地域、時には市外において活躍し

ています。こうした各種団体との連携・協力のもと、本計画に位置付けられた施策をはじめ、その目的を達成するた

めに市民等に期待する役割等について、周知及び理解の促進を図ります。 

 

 

３．計画の進行管理の徹底 

本計画について、ＰＤＣＡサイクルにより着実に計画を進めていくために、「第２章．具体施策の展開（各

論）」に位置付けた全施策の毎年度点検を徹底し、施策内容等について必要な見直し・改善を図っていきます。 

毎年度の施策点検結果について、庁内の「石垣市男女共同参画推進本部」で確認・調整を行うとともに、庁

外の関係団体等で構成する「石垣市男女共同参画会議」へ報告を行い、必要な指導・助言を受け、施策の更

なる充実に取り組むものとします。 
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《毎年度の施策点検のサイクル（イメージ）》 

石垣市男女共同参画会議  
 

 

石垣市男女共同参画推進本部  
 

 

施策担当課・係 
 

 
 

 

 

  

前年度の施策実施
状況の点検（実施内

容や課題等の整理） 

前年度の施策実施状
況の確認、指導・助言 

参画会議の指導・助言等を
踏まえた施策の見直し・改善 
（次年度予算への反映） 

前年度の施策実施状
況の確認・調整 

<令和 2 年度男女共同参画会議> 
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４．目標値の設定 

本計画に位置付けられた施策・事業の実効性を確保するためには、取り組みの成果や課題を客観的に評価す

る必要があります。そのため、以下の項目を目標値として設定し、客観的な評価・検証につなげていきます。 

なお、令和 2 年度の中間見直し（改定）により、子どもに関する目標値（№３、4、10）と市監督者に関す

る目標値（№7）を新たに追加しました。 

 

項目 
基準値 

（H27 年度） 

中間値 
（R2 年度） 

目標値 
（R7 年度） 

把握方法 

基本方針１．男女共同参画社会の実現に向けた周知と意識啓発 
1 社会のあらゆる場面において、男女が「平等」であると回答する市民の割合 

 

①家庭生活 35.1％ 39.1％ 

全項目 
50％以上 

アンケート調査 

②職場 38.0％ 38.6％ 

③学校教育の場 57.4％ 53.7％ 

④地域活動・社会活動の場 34.1％ 32.8％ 

⑤政治の場 14.0％ 11.2％ 

⑥法律や制度の上 35.3％ 31.7％ 

⑦社会通念･慣習･しきたりなど 13.8％ 12.9％ 

⑧社会全体 15.9％ 13.7％ 

2 第３次「いしがきプラン」の認知度（「よく知っている」「少しは知っている」の割合） 

 市民 8.7％ 6.7％ 50％ 

アンケート調査 
庁内 34.8％ 

23.7％ 
（正職員 33.9% 
会計年度任用職員・
その他：12.4%） 

100％ 

3 男女共同参画に関する言葉の認知度（中学生）（「知っている」「聞いたことがある」の割合） 

 男女共同参画社会  37.9% 50%以上 アンケート調査 

4 家庭での役割について、「男女が協力して」または「どちらでもよい」と回答する小・中学生の割合 

 

家事について  

小学生：
86.2% 

中学生：
88.9% 

全項目 
80％以上 

アンケート調査 子育てについて  

小学生：
79.6% 

中学生：
87.3% 

お金を稼ぐことについて  

小学生：
65.6% 

中学生：
72.3% 

基本方針２．誰もが個性と能力を発揮するための意識と環境づくり 
５ 審議会等、方針決定の場に占める女性委

員の割合（地方自治法第 202 条の３及

び規則に基づく審議会等） 

26.6％ 23.0% 35％～65％ 平和協働推進課 

６ 市管理職（課長級以上）に占める女性の

割合 
9.5％ 11.7% 20％ 総務課 

7 市監督者（課長補佐・係長相当職）に占

める女性の割合 
 28.3% 33％ 総務課 
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項目 
基準値 

（H27 年度） 

中間値 
（R2 年度） 

目標値 
（R7 年度） 

把握方法 

基本方針３．すべての市民が安心して暮らせるまちづくり 

8 
「人権の花運動」取り組み校数 １～２校/年 2 校 ２～３校/年 平和協働推進課 

基本方針４．配偶者等からの暴力（ＤＶ）等やハラスメントの根絶に向けた取り組み 

9 身近なＤＶ被害者に対して「何もできなか

った」と回答する市民の割合 
38.1％ 24.4％ ０％ アンケート調査 

10 ＤＶに関する言葉の認知度（中学生）（「知っている」「聞いたことがある」の割合） 

 ＤＶ  86.3％ 各項目 
80%以上 

アンケート調査 
デートＤＶ  33.2% 

11 セクシャル・ハラスメントに当たると認識している市民の割合 

 ①性的冗談や質問、ひやかしなどの言葉をか
けること 

64.3％ 72.9％ 

全項目 
80％以上 

アンケート調査 

②ヌードポスターや雑誌、性的ジェスチャーを見
せたりしてからかうこと 

68.0％ 76.9％ 

③接待や宴会の席で女性にお酌やデュエット、
ダンスを強要すること 

57.4％ 62.5％ 

④結婚予定や出産予定をたびたび聞くこと 
 

30.4％ 35.1％ 

⑤目につきやすい場所にヌードポスターやカレン
ダーなどを置いておくこと 

53.9％ 62.0％ 

⑥身体をじろじろ見たり、容姿のことをすぐ話題
にすること 

67.6％ 74.0% 

⑦「異性関係が派手だ」などと性的な噂を流
すこと 

71.3％ 68.3% 

※指標の把握方法が「アンケート調査」となっている目標値については、第４次計画策定時に実施するものとする。 
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参考資料 

１．石垣市の概況 

（１）人口・世帯数 

・石垣市の人口を住民基本台帳でみると、平成 31 年 3 月 31 日現在 48,702 人で、世帯数は 24,227 世

帯となっており、１世帯あたりの人員は 2.01 人となっています。 

・人口・世帯数ともにほぼ横ばいですが、世帯人員は減少傾向（平成 21 年：2.27 人⇒平成 31年：2.01

人）にあり、石垣市においても核家族化、単身世帯の増加がうかがえます。 

・人口増減の内訳をみると、自然増減は減少傾向にあり、平成 26 年以降では 100～200 人増で推移してい

ます。転入から転出を差し引いた社会増減は、平成 30 年以降、転入数が転出数を上回りプラスとなっており、

自然動態で人口の伸びを支えている状況にあります。 
 

■人口・世帯数の推移（各年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

資料：住民基本台帳 

 

 

■人口動態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：住民基本台帳 

  

人口

総数
増加率

（%）
総数

増加率

（%）

平成２１年 47,833 - 21,069 - 2.27

平成２６年 48,816 2.1 22,478 6.7 2.17

平成２７年 48,927 0.2 22,909 1.9 2.14

平成２８年 48,328 △ 1.2 22,966 0.2 2.10

平成２９年 48,377 0.1 23,308 1.5 2.08

平成３０年 48,517 0.3 23,763 2.0 2.04

平成３１年 48,702 0.4 24,227 2.0 2.01

一世帯当た

りの人員

世帯数

県外 県内 その他 計③ 県外 県内 その他 計④

平成２１年 686 327 359 1,478 1,439 112 3,029 1,569 1,616 62 3,247 △ 218 141 46,798

平成２２年 640 350 290 1,371 1,395 98 2,864 1,412 1,546 61 3,019 △ 155 135 46,933

平成２３年 654 401 253 1,437 1,382 67 2,886 1,447 1,551 57 3,055 △ 169 84 47,006

平成２４年 600 410 190 1,426 1,346 90 2,862 1,438 1,451 76 2,965 △ 103 87 47,093

平成２５年 608 392 216 1,339 1,337 142 2,818 1,417 1,604 103 3,124 △ 306 △ 90 47,003

平成２６年 610 445 165 1,439 1,276 183 2,898 1,353 1,536 110 2,999 △ 101 64 47,067

平成２７年 603 413 190 1,619 1,378 217 3,214 1,394 1,533 127 3,054 160 350 47,417

平成２８年 624 437 187 1,467 1,341 257 3,065 1,507 1,577 170 3,254 △ 189 △ 2 47,562

平成２９年 556 418 138 1,582 1,271 260 3,113 1,456 1,544 148 3,148 △ 35 103 47,665

平成３０年 565 436 129 1,712 1,480 265 3,457 1,536 1,659 196 3,391 66 195 47,860

令和元年 560 411 149 1,813 1,401 349 3,563 1,549 1,632 259 3,440 123 272 48,132

※各年前年の10月より9月までの移動数

社会動態 社会現増

減

B=③-④

人口増減

A+B

10 月１日

推計人口
出生

①

死亡

②

自然増減

A=①-②

転入 転出
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世

代

あ

た

り

の

人

員

人

口

・

総

世

帯

数
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・年齢階層別人口を住民基本台帳でみると、年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）とも

に緩やかに減少傾向を示しています。老齢人口（65歳以上）は増加傾向を示しており、少子高齢化が進ん

でいることがうかがえます。今後も、急激な高齢化が起こることも予想されます。 

・また、男女比を比較すると、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）では男性が若干

多いですが、老年人口（65 歳以上）では女性が多くなっています。 

 

■年齢３階層別人口の推移（各年 3 月 31 日現在） 

                                          

 

 

 

 

 

 
  

 

資料：住民基本台帳 

 

■性別年齢３階層別人口（令和 2 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 
  

 

 
資料：住民基本台帳 

 

  

資料：沖縄県人口移動報告年報 

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）

総数 割合 総数 割合 総数 割合

平成２１年 8,806 18.5% 30,705 64.5% 8,065 17.0% 47,576

平成２６年 8,846 18.1% 31,336 64.2% 8,634 17.7% 48,816

平成２７年 8,762 17.9% 31,204 63.8% 8,961 18.3% 48,927

平成２８年 8,736 18.1% 30,219 62.5% 9,373 19.4% 48,328

平成２９年 8,657 17.9% 30,003 62.0% 9,717 20.1% 48,377

平成３０年 8,576 17.7% 29,849 61.5% 10,092 20.8% 48,517

平成３１年 8,544 17.5% 29,765 61.1% 10,393 21.3% 48,702

沖縄県(令和元年) 248,810 17.0% 889,890 60.9% 322,310 22.1% 1,461,010

年次 総数

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）
総数

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

人口 4,356 4,276 15,749 14,765 4,972 5,683 25,077 24,724

構成比（％） 50.5% 49.5% 51.6% 48.4% 46.7% 53.3% 50.4% 49.6%

自

然

増

減

・

社

会

増

減

（

人

）
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■人口ピラミッド（令和 2 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

（２）男女別就業者数等 

・石垣市の平成 27 年の総就業者数は 22,711 人となっており、うち男性 12,674 人、女性 10,037 人と、

男性の就業者数が多いです。 

・産業別就業者数をみると、第１次産業、第２次産業の割合は女性に比べ男性の割合が高くなっています。

また、女性の８割強（82.3％）は第３次産業に従事しています。 

・対労働力人口※比は男性が 94.6％、女性が 96.2％となっています。 
 

※労働力人口：満 15 歳以上の人口のうち、就業者・休業者・完全失業者の合計を指す。 

 

■産業別就業者数（平成 27 年現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

　上段：人数、下段％

男性 女性 総数

1,601 474 2,075

12.6% 4.7% 0.1%

2,295 819 3,114

18.1% 8.2% 13.7%

8,081 8,260 16,341

63.8% 82.3% 72.0%

697 484 1,181

5.5% 4.8% 5.2%

12,674 10,037 22,711

100.0% 100.0% 100.0%

13,402 10,430 23,832

94.6% 96.2% 95.3%

対労働力

人口比

第１次産業

第２次産業

第３次産業

分類不能

総数

（歳）
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・雇用形態別就業者数をみると、男性の５割強（52.8％）が「正規の職員・従業員」であるのに対し、女性

は３割強（35.4％）となっており、女性の正規雇用の割合が低い状況にあります。 

・一方で、女性は「パート・アルバイト・その他」の割合が４割強（42.1％）と高くなっています。 
 

■雇用形態別就業者数（平成 27 年現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：国勢調査 

 

 

（３）婚姻・離婚 

・石垣市の婚姻件数は、平成 21 年以降、年間 300 件超で推移しています。婚姻率では、令和元年で 6.20

と沖縄県（5.60）に比べて高く、平成 21 年以降、一貫して沖縄県の値を上回っています。 

・離婚率については、平成 22 年から平成 24 年まで上昇傾向にありましたが、平成 26 年以降、年間 150 件

超で推移しています。離婚率では、沖縄県と比較すると、各年、沖縄県の値を上回っています。 
 

■婚姻及び離婚の状況 

 

 

 

  

　上段：人数、下段％

男性 女性 総数

6,379 3,405 9,784

52.8% 35.4% 45.1%

144 187 331

1.2% 1.9% 1.5%

1,956 4,052 6,008

16.2% 42.1% 27.7%

605 197 802

5.0% 2.0% 3.7%

661 205 866

5.5% 2.1% 4.0%

2,036 620 2,656

16.8% 6.4% 12.2%

307 916 1,223

2.5% 9.5% 5.6%

1 47 48

0.0% 0.5% 0.2%

12,089 9,629 21,718

100.0% 100.0% 100.0%

家族従業者

家庭内職者

総数

正規の職員・ 従業員

労働者派遣事業所の派遣社員

パート・アルバイト・その他

役員

雇人のある業主

雇用のない業主

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年

婚姻件数 391 302 302 337 334 312 337 329 311 328 297

婚姻率 8.40 6.45 6.50 6.30 6.30 6.70 7.10 7.00 6.50 6.90 6.20

沖縄県 婚姻率 6.50 6.40 6.00 6.30 6.30 6.00 6.10 5.90 5.70 5.50 5.60

離婚件数 142 133 157 179 173 155 153 154 155 141 153

離婚率 3.05 2.85 3.36 3.82 3.70 3.31 3.23 3.25 3.25 2.97 3.22

沖縄県 離婚率 2.60 2.58 2.56 2.59 2.59 2.53 2.53 2.59 2.44 2.53 2.52

※婚姻率(単位％）＝年間婚姻届出件数/10月１日現在全体人口×1000
※離婚率(単位％）＝年間婚姻届出件数/10月１日現在全体人口×1000

石垣市

石垣市離

婚

婚

姻
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 資料：沖縄県人口動態統計 

（４）各分野における女性の進出状況 

・石垣市役所の女性管理職の在職状況についてみると、課長級以上の女性管理職は平成 31 年４月１日

現在６名であり、管理職数に対する割合は 10.0％となっています。 

・平成25年度からの女性職員数及び割合の推移をみると、全職員に対する割合は３割程度、係長級では平

成 27 年以降上昇しています。 

・なお、沖縄県の資料による石垣市の女性管理職の割合は平成 31 年４月 1 日現在 10.0％となっており、

沖縄県市部計（14.7％）、市町村合計（13.0％）と比べて、石垣市の女性登用率は低い状況にありま

す。 

・石垣市議会における女性議員の割合は平成 31 年４月 1 日現在 13.6％となっており、沖縄県市部計

（11.4％）や沖縄県市町村合計（9.4％）を上回っています。 

・石垣市の審議会等政策決定の場における女性の登用状況は平成 31 年４月現在 25.6％となっており、沖

縄県市部計（28.7％）や沖縄県市町村合計（27.5％）を下回っています。 

 

■石垣市の女性職員数及び割合の推移（各年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

資料：統計いしがき、総務課 
  

■女性管理職の在職状況（平成 31 年４月１日現在） 

 

 

 

 

 
 

資料：令和年度市町村における男女共同参画の状況（沖縄県平和・男女共同推進課） 

※「管理職」とは、本庁の課長及びこれに相当する職以上とする。 

女性（人）男性（人）
女性の割合

（％）

石垣市 60 6 54 10.0% 52 6 46 11.5%

市部　計 959 141 818 14.7% 778 132 646 17.0%

市町村　合計 1,377 179 1,198 13.0% 1,163 168 995 14.4%

割合

（％）

計

（人）

計

（人）

うち一般行政職

管理職の在職状況

女性 （人） 男性（人）

全職員 係長級 管理職（課長級以上）

女性

（人）

男性

（人）

割合

（%）

女性

（人）

男性

（人）

割合

（%）

女性

（人）

男性

（人）

割合

（%）

平成28年 557 186 371 33.4% 123 29 94 23.6% 63 7 56 11.1%

平成29年 559 187 372 33.5% 121 30 91 24.8% 62 8 54 12.9%

平成30年 557 190 367 34.1% 120 35 85 29.2% 62 8 54 12.9%

平成31年 555 187 368 33.7% 114 36 78 31.6% 60 6 54 10.0%

令和2年 561 190 371 33.9% 113 32 81 28.3% 60 7 53 11.7%

区分 総数

（人）
総数 総数

（％） （％）結婚率の推移 離婚率の推移
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■議会における女性議員の状況・審議会における女性の登用状況等（平成３１年４月１日現在） 

 

 

 

 

  
 

資料：令和元年度市町村における男女共同参画の状況（沖縄県平和・男女共同推進課）    
 

（５）福祉等の状況 

・令和元年度における家庭児童相談室における相談種類別件数をみると、児童虐待相談が 201 件と最多で、

全体の 6 割を占めています。 

・総相談件数は上昇傾向で推移していますが、平成 30 年以降の児童虐待相談の割合は急激に増加してい

ます。 
 

■家庭児童相談室における相談種類別件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＤＶ相談及び女性相談状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉事務所の概要（令和元年度版） 

女性

（人）

男性

（人）

女性の割合

（％）

石垣市 22 3 19 13.6% 328 84 244 25.6%

市部　計 290 33 257 11.4% 5,956 1,711 4,245 28.7%

市町村　合計 646 61 585 9.4% 10,129 2,790 7,339 27.5%

女性

（人）

男性

（人）

女性の割合

（％）

計

（人）

計

（人）

市町村議会 市町村審議会等

養護相談 育成相談

児

童

虐

待

相

談

そ

の

他

の

相

談

性

格

行

動

相

談

不

登

校

相

談

適

正

相

談

適

正

相

談

育

児

・

し

つ

け

相

談

平成２５年 68 8 2 4 8 1 10 0 0 18 119

平成２６年 52 6 1 4 7 2 8 - 8 23 111

平成２７年 42 30 1 4 3 3 13 0 2 34 132

平成２８年 59 35 3 1 2 2 22 0 21 19 164

平成２９年 72 18 2 3 0 3 19 0 33 42 192

平成３０年 127 32 2 1 0 1 0 2 85 59 309

令和元年 201 82 0 0 0 0 3 3 34 39 362

資料：福祉事務所の概要（令和元年度版）

計

保

健

相

談

障
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い

相

談
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行

相

談

そ

の

他

相

談

来所相談 電話相談

新規
再来

（延）

受信

（延）

平成25年 78人 78件 388回 7

平成26年 82人 264件 402回 3

平成27年 72人 275件 246回 0

平成28年 60人 103件 65回 0

平成29年 23人 107件 49回 0

平成30年 78人 229件 73回 0

令和元年 51人 93件 52回 0

一次保護
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２．法及び上位・関連計画等の整理 

 

国・県及び石垣市の法及び上位・関連計画における位置づけを整理しています。 

 

（１）国の上位関連計画の把握 

No 法及び上位・関連計画 計画期間・目標年次 

① 男女共同参画社会基本法 － 

② 
女性活躍推進法（女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律） 
－ 

③ 
DV 防止法（配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律） 
－ 

④ 第５次男女共同参画基本計画 
基本的な考え方：令和 12 年度末 

施策の基本的方向・具体的な取組：令和 7 年度末 

 

（２）県の上位関連計画の把握 

No 条例及び上位・関連計画 計画期間・目標年次 

① 沖縄県男女共同参画推進条例 － 

② 
第５次沖縄県男女共同参画計画 

～DEIGO プラン～ 
平成 29 年度～令和３年度（５年間） 

③ 
沖縄県配偶者等からの暴力防止及び被害

者支援基本計画 
－ 

 

（３）石垣市の上位・関連計画の把握 

No 上位・関連計画 計画期間・目標年次 

① 石垣市男女共同参画推進条例 － 

② 
石垣市第 4 次総合計画 

基本構想・後期基本計画 
平成 29 年度～令和 3 年度 

③ 第 2 次石垣市地域福祉計画 平成 30 年度～令和 4 年度（５年間） 

④ 第 2 期石垣市子ども・子育て支援事業計画 令和２年度～令和６年度（５年間） 

⑤ 石垣市 SDGs 未来都市計画 令和 2 年度～令和 4 年度（3 年間） 
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 国の動き（関連法・計画の概要） (１)

①男女共同参画社会基本法（平成 11年 6月） 

平成 11 年６月に、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、基本法では、男女共同参画社会を形

成するための５本の柱（基本理念）を掲げています。また、その柱に基づき行政（国や地方公共団体）と国民

それぞれが果たさなくてはならない役割（責務、基本的施策）が定められています。 
      

○基本理念－男女共同参画社会をつくっていくための５本の柱 

※わかりやすくするため、平易な表現で趣旨を示しています。 

 

1.男女の人権の尊重 

男女の個人としての尊厳を重んじましょう。男女の差別をなくし、「男」「女」である以前にひとりの人間として能

力を発揮できる機会を確保していきましょう。 

 

2.社会における制度又は慣行についての配慮 

固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考えて

いきましょう。 

 

3.政策等の立案及び決定への共同参画 

男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにしましょう。 

 

4.家庭生活における活動と他の活動の両立 

男女はともに家族の構成員です。お互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしなが

ら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていきましょう。 

 

5.国際的協調 

男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関と相互に協力

して取り組んでいきましょう。 

 

○国、地方公共団体及び国民の役割 

・国は、基本理念に基づき、男女共同参画基本計画の策定をはじめ、積極的改善措置を含む男女共同

参画社会づくりのための施策を総合的に策定し、実施していきます。 

・地方公共団体は、国と同様に、基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組むとと

もに、地域の特性をいかした施策を展開していきます。 

・国民には、男女共同参画社会づくりに協力することが期待されています。 
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②女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）（平成 27年 8月） 

平成 27 年８月に、「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」が成立し、

働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため

に女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の

公表が事業主（国や地方公共団体、民間企業等※）に義務付けられました。令和元年５月には、行動計画の

策定義務の対象拡大や情報公表の強化等を内容とする法改正が行われました。 

※常用労働者 301 人以上企業等。法改正により令和４年４月１日以降は 101 人以上に拡大。 

  

○法の目的と基本原則の概要 

【目的】 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。

このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。 

【基本原則】 

・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反

映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること 

・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ

継続的な両立を可能にすること 

・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと 

 

○基本方針等の策定 

・国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。 

・地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職

業生活における活躍についての推進計画を策定（努力義務）。 

 

○事業主行動計画の策定等 

・国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。 

・国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施。 

（労働者が 300 人以下[令和４年４月１日以降は 100 人以下]の民間事業主については努力義務） 

・女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析 

【参考】状況把握する事項：①女性採用比率、②勤続年数男女差、③労働時間の状況 

④女性管理職比率等 

・上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする「事業主行動計

画」の策定・公表等（取組実施・目標達成は努力義務） 

・女性の活躍に関する情報の公表（省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表） 

・国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。 

 

○女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

・国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。地方公共団体は、相談・

助言等に努めることとする。 

・地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする

（任意）。 
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③DV防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）（平成 13年 10月） 

平成 13 年 10 月に「DV 防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）」が施行さ

れました。その後、社会情勢等を踏まえて適宜改正が行われ、令和元年の改正においては、児童虐待防止対策

及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるＤＶの被

害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されま

した。 

 

○基本的な考え方 

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。 

 

○基本方針並びに都道府県基本計画及び市町村基本計画 

（１）基本方針 

基本方針は、都道府県基本計画及び市町村基本計画の指針となるべきものである。基本方針の内容

についても、法と同様、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及び被害者について準用することとす

る。 

 

（２）都道府県基本計画及び市町村基本計画 

基本計画は、第一線で中心となって施策に取り組む地方公共団体が策定するものである。策定に当たっ

ては、それぞれの都道府県又は市町村の状況を踏まえた計画とするとともに、都道府県と市町村の役割分

担についても、基本方針を基に、地域の実情に合った適切な役割分担となるよう、あらかじめ協議することが

必要である。被害者の立場に立った切れ目のない支援のため、都道府県については、被害者の支援におけ

る中核として、一時保護等の実施、市町村への支援、職務関係者の研修等広域的な施策等、市町村に

ついては、身近な行政主体の窓口として、相談窓口の設置、緊急時における安全の確保、地域における継

続的な自立支援等が基本的な役割として考えられている。 

 

<配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項> 

１ 配偶者暴力相談支援センター ２ 婦人相談員 

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等 ４ 被害者からの相談等 

５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等   

６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等  

７ 被害者の自立の支援 ８ 保護命令制度の利用等 

９ 関係機関の連携協力等 10 職務関係者による配慮・研修及び啓発  

11 苦情の適切かつ迅速な処理 12 教育啓発 

13 調査研究の推進等 14 民間の団体に対する援助 

 

<その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項> 

１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価 

２ 基本計画の策定・見直しに係る指針 
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④第 5次男女共同参画基本計画（令和 2年 12月閣議決定） 

「男女共同参画基本計画」は、男女共同参画社会基本法第 13 条に基づき、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の総合的かつ計画的な促進を図るため、平成 12 年に策定されました。 

その後、平成 17（2005）年策定の第 2 次基本計画、平成 22（2010）年策定の第 3 次基本計画、平

成 27 年策定の第 4 次基本計画を経て、令和 2（2020）年に、ポストコロナの「新しい日常」を見据えつつ、

SDGs 等の国際的潮流との整合性にも配慮した新たな基本計画として「第 5 次男女共同参画基本計画」が策

定されました。 

 

【第１部 基本的な方針】 

■目指すべき社会 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力ある持続可

能な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることが

できる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げられている包摂的かつ持続可

能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会 

 

■社会情勢の現状、予想される環境変化及び課題 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大と「新たな日常」への対応 

（２）人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加 

（３）人生 100 年時代の到来と働き方・暮らし方の変革 

（４）法律・制度の整備と政治分野や経済分野を中心とした女性の政策・方針決定過程への参画拡大 

（５）デジタル化社会への対応（Society 5.0） 

（６）国内外で高まる女性に対する暴力根絶への問題意識 

（７）頻発する大規模災害 

（８）SDGs の達成に向けた世界的な潮流 

 

■基本的な視点及び取り組むべき事項 

①男女共同参画・女性活躍は、分野横断的な価値として不可欠であり、あらゆる分野において男女共同参

画・女性活躍の視点を常に確保し施策に反映することが必要である。  

②指導的地位に占める女性の割合が 2020年代の可能な限り早期に30％程度となるよう目指して取組を

進める。 

③男女共同参画は、男性にとっても重要であり、男女が共に進めていくものである。 

④人生 100 年時代を見据えて、男女が健康な生活を実現し、学び続け活躍し続けられる環境の整備、仕

事と家事・育児・介護などが両立できる環境の整備に取り組む必要がある。 

⑤AI、IoT 等の科学技術の発展に男女が共に寄与するとともに、その発展が男女共同参画に資する形で進

むよう取り組む必要がある。 
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⑥女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対応しながら、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて取組

を強化する必要がある。 

⑦多様な困難を抱える女性等に対するきめ細かな支援を行うことにより、女性が安心して暮らせるための環境

整備を進める必要がある。 

⑧頻発する大規模災害等の経験も踏まえ、男女共同参画の視点による防災・復興対策 を浸透させる必

要がある。特に、防災・復興の政策・意思決定段階や現場レベルでの女性の参画について進める必要があ

る。 

⑨地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、男女共同参画センター等との

連携を含め、地域における様々な主体が連携・協働する推進体制をより一層強化する必要がある。 

⑩①～⑨の各視点に沿って男女共同参画社会の形成を牽引する人材を育成するための教育や研修が重

要となる。 

 

第 2 部 政策編 

I あらゆる分野における女性の参画拡大 

 第 1 分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 第 2 分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

 第 3 分野 地域における男女共同参画の推進 

 第 4 分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進  

 

II 安全・安心な暮らしの実現 

 第 5 分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 第 6 分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の

整備  

 第 7 分野 生涯を通じた健康支援 

 第 8 分野 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 

 

III 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

 第 9 分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備  

 第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進  

 第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献  

 

IV 推進体制の整備・強化  
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 沖縄県の動き（関連条例・計画の概要） (２)

①沖縄県男女共同参画推進条例 

沖縄県においては、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を

明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

を総合的かつ計画的に推進することを目的に、平成 15（2003）年に「沖縄県男女共同参画推進条例」を

制定しました。 

（基本理念） 
第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わ

れなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男

女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画の推進を阻害する要因となる

おそれがあることに考慮し、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる

限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことがで

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

５ 男女共同参画の推進は、男女が互いの性を理解し合い、生涯にわたる妊娠、出産その他の性及び生殖に関する事

項に関し、自らの決定が尊重されること及び健康な生活を営むことについて配慮されることを旨として、行われなければなら

ない。 

６ 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われ

なければならない。 

（県の責務） 
第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村、県民及び事業者と共同して取り組むよう努

めなければならない。 

（県民の責務） 
第５条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の

推進に寄与するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 
第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に寄与するよう努めるとともに、県が

実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動と

家庭及び地域生活における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めるものとする。 

（男女の人権侵害の禁止） 
第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、セクシュア

ル・ハラスメント、男女間の暴力的行為（身体的又は著しい精神的な苦痛を与える行為をいう。）その他の行為により

男女の人権を侵害してはならない。 

（公衆に表示する情報に関する配慮） 
第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメ

ント、男女間における暴力等を正当化し、若しくは助長するような表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しな

ければならない。 
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②第５次沖縄県男女共同参画計画－DEIGOプラン－ 

「沖縄県男女共同参画計画」は、男女共同参画社会基本法第 14 条及び沖縄県男女共同参画条例第

４条に基づき、沖縄県の男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るための基本的

な計画であり、施策の基本方向とその目標及び具体的施策を示しています。また、計画の実効性を高めるため

に、県民にわかりやすい指標を設定し、計画期間終了時における目標数値を定めています。 
  

＜計画の方向＞ 

『全ての県民が、互いを認め支え合い、心豊かな活力ある沖縄の実現を目指す』 
 

＜計画の期間＞ 

平成 29（2018）年度から令和 3（2022）年度までの５年間 

 

＜計画の内容＞ 

目標１ 家庭における男女共同参画の実現 

施策 1-1 男女が共に家庭生活に参画するための意識啓発 

施策 1-2 育児及び介護を支える環境づくり 

施策 1-3 配偶者等からの暴力（DV）の根絶 

施策 1-4 障害を通じた男女の健康づくりの推進 

 

目標２ 職場における男女共同参画の実現 

施策 2-1 多様な就業を可能にする環境の整備 

施策 2-2 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

施策 2-3 農林漁業における男女共同参画の推進 

施策 2-4 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

施策 2-5 女性の活躍を推進するための企業に対する支援  

 

目標３ 地域における男女共同参画の実現 

施策 3-1 地域活動を推進するための連携・協働 

施策 3-2 生活上の困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備 

施策 3-3 市町村における男女共同参画の推進 

 

目標４ 社会全体における男女共同参画の実現 

施策 4-1 女性の更なる政策・方針決定過程への参画の促進 

施策 4-2 男女共同参画に関する意識啓発の推進 

施策 4-3 次世代に向けた意識啓発及び教育の推進 

施策 4-4 男女間における暴力の根絶 
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③沖縄県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画 

「沖縄県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」は、平成 13 年に施行された「ＤＶ防止法

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）」等を受け、法第２条の３第１項に基づき県

の責務として策定された「沖縄県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」（平成 18 年３月）

の改定版です。また、市町村基本計画の策定も努力義務として明記されています。 
 

＜計画の基本理念＞ 

【配偶者からの暴力を許さない社会づくり】 
 

＜計画の位置付け＞ 

この計画は、配偶者暴力防止法第２条の３第１項の規定に基づく基本計画として策定するとともに、「沖

縄県男女共同参画計画（後期）」の基本方向Ⅱ「男女の人権の尊重」中の目標３「女性に対するあらゆ

る暴力の根絶」の達成を目指すための計画としても位置付けます。 
 

＜施策の内容＞ 

基本目標１ 配偶者等からの暴力を防止するための取組の推進 

（１）人権教育・啓発活動の推進 

（２）地域における活動 

（３）加害者対策への取組 

基本目標２ 被害者の保護のための体制整備 

（１）発見・通報 

（２）相談体制・対応の充実 

（３）一時保護体制・対応の充実 

（４）一時保護退所後の施設における保護 

（５）医学的・心理的支援 

（６）外国人、障害者、高齢者等多様な背景を持つ被害者、同伴家族への援助 

基本目標３ 被害者の自立を支援する環境整備 

（１）住宅確保に関する支援の充実 

（２）経済的支援の充実 

（３）就業に向けた支援 

（４）子育て支援 

（５）児童の就学についての支援 

（６）国民年金の加入手続き等における支援 

（７）医療保険の加入手続き等における支援 

（８）プライバシーの保護 

（９）法的支援、司法手続きに関する支援 

基本目標４ 関係施策の推進体制の強化と民間団体との協働 

（１）施策調整機能の強化 

（２）職務関係者の資質向上 

（３）民間団体との協働 

（４）苦情の適切かつ迅速な処理 
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 石垣市の上位・関連計画等 (３)

①石垣市男女共同参画推進条例 

 (基本理念) 

第 3条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。 

 (1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けることがなく個人としての能力を

発揮する機会が確保され、その人権が尊重されること。 

(2) 男女が互いの性についての理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項において健康と自

らの決定が尊重されること。 

(3) 教育の果たす重要性にかんがみ、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育の場において、男女共

同参画が実現されるよう配慮されること。 

(4) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の

自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。 

(5) 男女が社会の対等な構成員として､社会のあらゆる分野で方針の決定、計画等の立案に参画する機

会が確保されること。 

(6) 家族を構成する男女が互いの個性を尊重し、相互の協力と社会の支援の下、子育て、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等に

おける活動と両立できるよう配慮されること。 

(7) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的な協

調の下に行われること。 

 (市の責務） 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下｢基本理念｣という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施

策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、国、県、市民、教育関係者、事業者

及び市民団体と相互に連携し、協力を図るよう努めなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ず

るよう努めなければならない。 

 (市民の責務) 

第5条 市民は、基本理念に基づき、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において、積極

的に、男女共同参画社会の実現に努めなければならない。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画社会の実現に向けた施策に協力するよう努めなければならない。 

 (教育関係者の責務) 

第6条 教育関係者は、男女共同参画社会の形成における教育の果たす役割の重要性を深く認識し、 個々

の教育本来の目的を実現するために、基本理念に基づき、教育を行うよう努めなければならない。 

 (事業者の責務) 

第 7条 事業者は、基本理念に基づき、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保するととも

に、職場、家庭その他の活動が両立して行うことができるよう職場環境の整備に積極的に努めなければ

ならない。 
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２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(市民団体の責務) 

第 8 条 市民団体は、基本理念に基づき、その活動において、方針の決定、計画の立案等において男女が共

に参画する機会を確保するよう努めなければならない。 

２ 市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(性別による人権侵害の禁止) 

第 9条 何人も、社会のあらゆる分野において性別を理由とする差別的取り扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、パワーハラスメント、モラルハラスメントを行

ってはならない。 

３ 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担又は異性

に対する暴力を正当化し、又は助長する表現その他の不適切な表現を行ってはならない。 

(市、市民等の協働） 

第 10 条 市、市民、教育関係者、事業者及び市民団体は、それぞれの主体的な取組及び相互の連携協力

により男女共同参画の推進を協働して行うものとする。 
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②第４次石垣市総合計画 基本構想・後期基本計画 

【基本構想】 

＜基本理念＞ みんなで未来につなげるしあわせあふれる「我が島
ば が ー す ま

」づくり 

＜将 来 像＞ 島の魅力と人々の活力が奏でる海洋・文化交流都市 いしがき 

＜目標年度＞ 令和３（2021）年度 

＜将来人口＞ 2020 年：52,000 人 
  

＜基本目標＞ 

○島の環境を守り活かす「いしがき」 環境と風景 

○快適で生活しやすいまち「いしがき」 快適・安心 

○市民一人ひとりが輝く「いしがき」 生きがい 

○ 地域の 魅力 あふれ る「 い しが き」 活力 

○豊かな風土の中で育つ「いしがき」 はぐくむ 

○人をもてなすふれあいの「いしがき」 交流 

 

【基本計画】 

第３章 風土・ふれあい 

２．交流～人をもてなすふれあいの「いしがき」～ 

（２）個性を活かし相互に尊重する社会を育てる 

①男女共同参画 

【基本方針】 

男女平等の原則を基本に、女性の社会参加を促進する総合的な施策を積極的に展開し、女性の社

会的地位の向上と女性の人権を尊重した政策を推進していきます。 

【施策の方向】 

１）人権尊重、男女平等の推進 

男女平等意識の拡大を図るため、女性と男性がともに参加する形態により、諸施策実施にあたりま

す。学校や地域での教育や広報での啓発をはじめ、各種講座の実施や地域コミュニティ組織、女性団体

との連携による男女平等意識の向上、確立を図ります。 
  

２）男女共同参画社会の実現 

男女共同参画社会の実現に向けて、各種研修や職業能力開発の機会確保など、職場における条件

整備に加え、政策・方針決定の場への積極的な女性登用推進や農漁村の女性地位向上を促進しま

す。また、女性に対するあらゆる暴力を根絶するため、相談窓口を活用して悩みや問題の軽減に努め、

精神的、経済的自立への支援に取り組みます。 
  

３）安定した暮らしの条件整備 

男女が働き続けられるための支援や育児期における子育て支援、子どもの居場所づくりなどを推進しま

す。 
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③第２次石垣市地域福祉計画 

＜計画期間＞ 平成 30 年度～令和 4 年度 
  

＜計画の基本理念＞ 

「一人ひとりが輝いて、みんなで支え合う、幸せあふれるまちづくり」 

○一人はみんなのために、みんなは一人のために 

○すべての市民が参加し、支え合い 

○安心と安らぎのある共生社会をつくる 
  

＜基本目標＞ 

基本目標１：すべての人が役割を担う地域をつくる 

基本目標２：共に支え、共に生きる地域をつくる 

基本目標３：安心して暮らせる地域をつくる 
  

＜施策の体系＞ 
   

基本施策１： 

福祉意識を高め、参

加しやすい環境づくり 

  
(1)地域福祉への理解と関心を高める 

基本目標１： 

すべての人が役割

を担う地域をつくる 

    
    

(2)誰でも参加できる環境づくりと交流の促進     
    

 
             

基本施策２： 

地域福祉を担う人材

を育てる環境づくり 

  
(1)地域の福祉担う人材の育成・発掘     

    
(2)ボランティア及び各種団体等の活動支援     

      
 

       
   

基本施策１： 

地域を中心とした支

え合いの環境づくり 

  
(1)主体的な活動を支援する仕組みづくり 

基本目標２： 

共に支え、共に生

きる地域をつくる 

    
    

(2)コミュニティソーシャルワーク機能の充実     
    

(3)誰もが利用しやすい活動拠点の整備     
      
  

基本施策２： 

安心してサービスを利

用する環境づくり 

  
(1)相談、情報提供体制の充実     

    
(2)一人ひとりの尊厳を尊重する仕組みづくり     

    
(3)社会的に孤立している市民への支援  

 
  

 
  

      
   

基本施策１： 

安全・安心感に支え

られた地域づくり 

  
(1)防犯・防災対策の充実 

基本目標３： 

安心して暮らせる

地域をつくる 

    
    

(2)災害時要援護者支援対策の充実     
    

     
      
  

基本施策２： 

ひとにやさしいまちづく

りの推進 

  
(1)良好な生活環境の整備とバリアフリー化の

推進 

    

    
(2)移動支援・交通安全対策の推進     
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④第２期石垣市子ども・子育て支援事業計画 

＜計画期間＞ 令和 2 年度～令和 6 年度 

＜基本理念＞ 「生まりどぅ宝（子宝こそ第一） 

                 ふぁーまー（子・孫）元気   結い（地域）で子育て」 

 

＜基本目標＞ 

■基本目標１ 教育・保育及び子育て支援の確実な提供 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業について、女性の就業率向上等に伴う利用ニーズの動向に

適切に対応できるよう、教育・保育施設等のサービス提供事業者や地域等と連携・協働しながら、必要なサ

ービスを確実に提供できる環境整備に取組みます。あわせて、サービスの質の向上や保育士等の人材確保対

策に継続して取組みます。 

 

■基本目標２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

男女がともに子育ての喜びを実感しながら働くことができるよう、国・県等と連携しながら、市民や企業等に

対し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や子育てへの男女共同参画に関する啓発等に取組みま

す。あわせて、教育・保育をはじめ、「小１の壁」を打破するための小学生の放課後児童対策、病児保育事

業等の緊急時の支援サービスをはじめとした、仕事と子育ての両立支援に係る各種サービス等について、必要

量の確保と利用しやすい仕組みづくりに取組みます。 

 

■基本目標３ 子どものための多様な居場所づくり 

中高生も含めたすべての子どもが、放課後や週末等に、様々な体験や遊び、学習活動等ができる安全・

安心な居場所として、児童館をはじめとした多様な居場所づくりに取組みます。なかでも小学生については、総

合的な放課後対策として「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童健全育成事業（放課後児

童クラブ）と放課後子ども教室を計画的に整備するなど、すべての小学生が放課後等を安心・安全に過ご

し、多様な体験や活動が行える環境づくりに取組みます。 
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⑤石垣市 SDGｓ未来都市計画 

<2030 年のあるべき姿> 

市民の行動規範である市民憲章が目指す姿は、SDGs において 2030 年に達成する目標と親和性が高

い。また、市民憲章は既存の市民社会の活動も反映していることからも、既存の活動計画と調和する。よっ

て以下の要領にて、石垣市民憲章を SDGs のターゲットへと書き換え、「2030 年のあるべき姿」とする。 

 

① 一人一人の力によるまちづくりの輪の拡大（包摂的市民社会の構築） 

市民が黒潮と太陽にはぐくまれ、詩の国、うたの国、郷土石垣市に誇りを持ち、包摂的市民社会の構築に

取組むことにより、みんなで明るい豊かな住みよい町が実現している。 

 

② 信頼、安心、親切にあふれた市民の創出（平和と平等、相互理解の深化） 

市民がお互いに敬愛し、社会のきまりを守り、平和と平等、相互理解の取組みを深化させることにより、信

頼、安心、親切にあふれた市民の創出が実現している。 

 

③ 希望をいだき、教養と健康に恵まれた市民の創出（Quality of Life の向上、教育の質の向上） 

「教育の町」「健康の町」づくりを目指し、市民が対話を深め、スポーツを盛んに行うことで、生活の質や教育

の質が向上し、希望をいだき、教養と健康に恵まれた市民の創出が実現している。 

 

④ 自然と文化を愛し、創造する市民の創出（環境負荷の少ない社会資本の追求、文化保全） 

「文化の町」「観光の町」づくりを目指し、市民が美しい自然と郷土文化を守り育て、環境負荷の少ない社

会資本を追求することにより、自然と文化を愛し、創造する市民の創出が実現している。 

 

⑤ 連帯と協働の精神にささえられた意欲ある市民の創出（持続可能な経済活動の推進、資源（ヒト・モ

ノ・カネ）の循環） 

「産業の町」「美しい町」づくりを目指し、市民が力をあわせて働き、黒潮と太陽の恵みにこたえ、持続可能

な経済活動を推進し、資源を循環することにより、連帯と協働の精神にささえられた意欲ある市民の創出

が実現している。 
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３．第３次石垣市男女共同参画計画（改定版）の策定経緯 

★：男女共同参画会議、■：男女共同参画推進本部、○：ワーキンググループ会議 

日 時 内 容 

令和 2 年８月 24 日（月）～ 

令和 2 年 9 月 18 日（火） 

・担当課へ第 3 次計画施策中間点検・評価シートの配布・回収 

令和 2 年 9 月 28 日（月）～

令和 2 年 9 月 29 日（火） 

・施策点検ヒアリング実施 

令和 2 年９月 11 日（木）～ 

令和 2 年 10 月９日（金） 

・市民アンケート調査実施 

・事業所アンケート調査実施 

令和 2 年 9 月 11 日（金）～ 

令和 2 年 9 月 25 日（金） 

・子どもアンケート調査実施 
・石垣市職員アンケート調査実施 

令和 2 年 11 月 17 日(火) 

■第１回男女共同参画推進本部 
 ・計画(改定版)策定の趣旨 
 ・計画（改定版）策定の進め方（組織体制・流れ） 
 ・石垣市の概況（アンケート結果・進捗状況評価等） 

令和 2 年 11 月 24 日(火) 

★第１回男女共同参画会議 
 ・計画(改定版)策定の趣旨 
 ・計画（改定版）策定の進め方（組織体制・流れ） 

 ・石垣市の概況（アンケート結果・進捗状況評価等） 

令和 2 年 12 月 1 日(火) 

○第１回ワーキンググループ会議 
・計画(改定版)策定の趣旨 

 ・計画（改定版）策定の進め方（組織体制・流れ） 
 ・石垣市の概況（アンケート結果・進捗状況評価等） 

令和 2 年 12 月 22 日(火) 

○第 2 回ワーキンググループ会議 
 ・国で検討されている「第 5 次男女共同参画基本計画」について 
 ・現行計画からの修正点 
・内容確認 等 

令和 3 年１月 14 日(木) 

★第 2 回男女共同参画会議 
 ・「第 5 次男女共同参画基本計画」（閣議決定）の基本的な考え

方について 
 ・現行計画からの修正点 
・内容確認 等 

令和３年１月 28 日(木) 
○第３回ワーキンググループ会議 

・「第 5 次男女共同参画基本計画」（閣議決定）の要旨 
・計画（改定版）原案の検討 等 

令和３年２月 4 日(木) 
★第３回男女共同参画会議 

 ・計画（改定版）原案の検討 等 

令和３年２月 24 日（水）～

令和３年３月 14 日（日） 

・パブリックコメントの実施 

令和３年 3 月 19 日(金) 
・答申 
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４．第３次石垣市男女共同参画計画（改定版）の策定体制  
 

本計画の策定体制を下図に示しています。 
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（１）石垣市男女共同参画会議規則 

平成 5 年 6 月 1 日 

規則第 7 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、石垣市附機関設置条例（昭和 51 年条例第 28号）第 2 条の規定に基づき、石垣市

男女共同参画会議（以下、「会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平 15 規則 9・一部改正） 

（担任事務） 

第２条 会議は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

（1） 男女共同参画計画案の策定に関すること。 

 （2） 男女共同参画に関する調査及び資料収集に関すること。 

（3） その他男女共同参画社会形成の推進に関すること。 

（平 15 規則 9・一部改正） 

（組織） 

第３条 会議は、委員 20 人をもつて組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

（1） 市民 

 （2） 学識経験者 

（3） 市の職員 

（平 8 規則 5・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。 

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（平 15 規則 9・一部改正） 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、会議における審議の参考に供するため、必要と認める場合には委員でない者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

（部会） 

第８条 会議に特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員は、会議の議を経て会長が指名する。 

3 部会には部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選でこれを定める。 

4 部会著は部会の会務を掌理する。 
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5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。 

 （委任） 

第９条 この規定に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は会長が会議に諮つて定める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成 8 年規則第 5 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成 15 年規則第 9 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

■石垣市男女共同参画会議委員名簿 

 

 所属等 氏名 備考 

1 石垣市女性団体ネットワーク会議 会長 大浜 るみ子 会長 

２ 石垣市立小中学校校長会 会長 嘉 良  寧 副会長 

３ 石垣市商工会 会長代行 下地  寛正 委員 

4 石垣市 PTA 連合会 副会長 宮良  直人 委員 

5 
石垣人権擁護委員協議会 

男女共同参画委員会 委員長 
宮良  直子 委員 

6 
石垣市福祉部こども未来局 

こども家庭課（女性相談員） 
松川  敦子 委員 

7 インターナショナルイシガキ 会長 伊良皆 シティ 委員 

8 沖縄県介護支援専門員協会八重山支部 副支部長 野里  幸子 委員 

9 市民公募 米盛  初恵 委員 

10 市民公募 山里 世紀子 委員 

11 石垣市市民保健部長 天久  朝仁 委員 
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（２）石垣市男女共同参画推進本部設置規定 

平成 27 年 11 月 10 日 

訓令第 8 号 

改正 平成 28 年 8 月 31 日訓令台 12 号 

平成 30 年 4 月 1 日訓令第 6 号 

平成 31 年 3 月 25 日訓令第 3 号 

（設置） 

第１条 男女共同参画について、関係部課の連絡調整を密にするとともに、男女共同参画に関する施策を推

進するため、石垣市男女共同参画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 推進本部の任務は、次のとおりとする。 

（１） 石垣市男女共同参画計画に関する事項 

（２） 男女共同参画社会の形成のための諸施策に関する事項 

（３） 男女共同参画推進について関係部課の連絡調整に関する事項 

（４） その他必要な事項 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員で組織する。 

２ 本部長は副市長を、副本部長は市民保健部長をもって充てる。 

３ 本部委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 本部長は、推進本部の事務を総理する。 

５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

（ワーキンググループ） 

第５条 推進本部にワーキンググループを置く。 

２ ワーキンググループは、推進本部に提示する事項について協議調整する。 

３ ワーキンググループは、班長、副班長及び班員で組織する。 

４ 班長は、市民生活課長を、副班長は平和・男女共同係長をもって充てる。 

５ 班員は、班長が選任する。 

６ ワーキンググループは、班長が招集する。 

（庶務） 

第６条 推進本部の庶務は、市民保健部平和共同推進課において処理する。 

（平 30 訓令６・一部改正） 

（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し、必要な事項は本部長が会議に諮って定める。 
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附 則 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 石垣市女性行政推進本部設置規程（平成７年石垣市訓令第９－１号）は、廃止する。 

附 則（平成 28 年訓令第 12 号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 30 年訓令第 6 号） 

この訓令は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 31 年訓令第 3 号） 

この訓令は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

別表（第３条関係） 

（平 28 訓令 12・平 30 訓令 6・平 31 訓令 3・一部改正） 

 所   属 

本部長 副市長 

副本部長 市民保健部長 

本部委員 総務部長 

 企画部長 

 福祉部長 

 こども未来局長 

 農林水産部長 

 建設部長 

 教育部長 

 水道部長 

 消防長 

 平和協働推進課長 

 総務課長 

 企画政策課長 

 商工振興課長 

 福祉総務課長 

 子育て支援課長 

 こども家庭課長 

 農政経済課長 

 水産課長 

 都市建設課長 

 教育部総務課長 

 学校教育課長 

 いきいき学び課長 

 水道部総務課長 

 消防本部総務課長 
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■石垣市男女共同参画推進本部委員名簿 
 

№ 役職 所属 氏名 

1 本部長 副市長 川 満  誠 一 

2 副本部長 市民保健部長 天 久  朝 仁 

3 本部委員 総務部長 知念  永一郎 

4 本部委員 企画部長 小切間  元樹 

5 本部委員 福祉部長 高 坂  正 則 

6 本部委員 こども未来局長 南風野  哲彦 

7 本部委員 農林水産部長 棚 原  長 武 

8 本部委員 建設部長 安 里  行 雄 

9 本部委員 教育部長 天 久  朝 市 

10 本部委員 水道部長 比 屋 根  悟 

11 本部委員 消防庁 新 城  剛 

12 本部委員 平和協働推進課長 後 呂  明 美 

13 本部委員 総務課長 翁 長  致 純 

14 本部委員 企画政策課長 多 宇  直 之 

15 本部委員 商工振興課長 金 城  安 和 

16 本部委員 福祉総務課長 嘉 手 川  聡 

17 本部委員 子育て支援課長 伊盛  加寿美 

18 本部委員 こども家庭課長 新 城  佳 一 

19 本部委員 農政経済課長 米 盛  博 文 

20 本部委員 水産課長 平 良  守 弘 

21 本部委員 都市建設課長 宮 良  直 好 

22 本部委員 教育部総務課長 仲間  千加史 

23 本部委員 学校教育課長 前 三 盛  敦 

24 本部委員 いきいき学び課長 吉 村  安 史 

25 本部委員 水道部総務課長 東  良 次 

26 本部委員 消防本部総務課長 玉 城  克 信 
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■石垣市男女共同参画推進本部 ワーキンググループ名簿 

 

№  所属部 所属課 氏名 備考 

1 班長 市民保健部 平和協働推進課 後 呂  明 美 平和協働推進課長 

2 副班長 市民保健部 平和協働推進課 野 崎  かおり 平和・男女共同係長 

3 班員 総務部 総務課 多 宇  さより   

4 班員 総務部 防災危機管理課 通 事  勇 生  

5 班員 市民保健部 健康福祉センター 宮良  由美子  

6 班員 福祉部 介護長寿課 長 嶺  孝 子  

7 班員 福祉部 障がい福祉課 大浜   長仁  

8 班員 こども未来局 子育て支援課 上 地  永 一  

9 班員 こども未来局 こども家庭課 比 嘉  真 一  

10 班員 企画部 企画政策課 田 盛  誠 治  

11 班員 企画部 商工推進課 具志堅 美香子  

12 班員 農林水産部 農政経済課 松 川  英 樹  

13 班員 建設部 都市建設課 新 良  卓 也  

14 班員 建設部 施設管理課 米 盛  治 子  

15 班員 教育部 学校教育課 波 平  長 真  

16 班員 教育部 博物館 島 袋  綾 野  

17 班員 水道部 総務課 内 原  貴 恵  
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５．用語集 

[あ行]                                                          

◆育児・介護休業法 

正式名は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。労働者が申出

を行うことによって、育児休業・介護休業を取得することを権利として認めている法律。 

 

◆SNS 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（social networking service, SNS）。インターネット上で社会的ネットワー

ク（ソーシャル・ネットワーク）の構築可能にするサービス。Facebook や LINE など。 

 

◆SDGｓ（エス・ディー・ジーズ） 

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けた 2030 年を年限とする 17 の

国際目標。ジェンダー平等や貧困、経済成長等の 17 の目標（ゴール）のもと、169 のターゲット、232 の指標

が決められている。 

 

◆ＬＧＢＴ等 

LGBTはLesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル、

両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性別越境者）の頭文字をとった単語で、セクシュアル・マイノリティ

（性的少数者）の総称のひとつ。LGBT にあてはまらない性的少数者もいるため、本計画では、それらも含めて

「LGBT 等」と表記する。 

 

◆エンパワーメント 

本来持っている能力を引き出し、社会的な権限を与えること、また、力をつけること。力とは、自己決定の力、仕

事の技術や能力、経済力、意思決定の場での発信力など、自らの能力を発揮できる力を指す。 

 

[か行] 

◆家族経営協定 

農業経営における家族の役割分担や労働報酬、休日等の労働条件、経営の円滑な継承等に関するルール

を明確化し、家族経営の近代化を図ろうとするもの。 

 

◆固定的（な）性別役割分担意識 

「男は仕事、女は家庭」というように、性の違いによって役割を固定化してしまう考え方や意識のこと。これは、生

活上の役割というよりも、男性優位の関係をつくりあげる背景となっていることから、男女共同参画問題を考えるう

えでのキーワードであり、また、「男らしさ、女らしさ」も、この意識に基づく役割への期待が反映されていると言われ

ている。 
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[さ行] 
 

◆参画                                             

社会の様々の場に、単に「参加」するだけではなく、社会を動かす主体として施策・方針・意思決定の場に関わ

ること。 

 

◆シェルター                                          

暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設。被害者の一時保護や相談への対応、自立に向けた

サポートなど、ＤＶ被害者に対する様々な援助を行っている。 

 

◆ジェンダー                                          

生まれる前に決定されている生物学的な性「セックス（sex）」に対して、社会的・文化的に形成された性差の

ことをいいます。また、「女だから」「男だから」や「男は仕事、女は家庭」などのように男女別に期待される役割やイ

メージのこと。 

 

◆ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)               

ジェンダー関連４機関である「ジェンダー問題事務総長特別顧問室(OSAGI)」、「女性の地位向上部

(DAW)」、「国連婦人開発基金(UNIFEM)」、「国際婦人調査訓練研修所(INSTRAW)」を統合した新たな

機関として、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)」が 2011 年１月に発

足。国連改革の課題の一環として UN Women の設立は実現され、より大きな効果をもたらすために４機関の

財源及び権限が統合された。UN Womenは、世界、地域、国レベルでのジェンダー平等と女性のエンパワーメン

トに向けた活動をリード、支援、統合する役割を果たしている。 

 

◆女子差別撤廃条約       

正式名は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。男女の完全な平等の達成に貢献するこ

とを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としている。具体的には、「女子に対する

差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃の

ために適当な措置を取ることを求めている。 

 

◆女性に対する（あらゆる）暴力                                 

1993 年に国連が採択した「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」では、「女性に対する暴力」を、肉体的、

精神的、性的、心理的損害や苦痛を生じさせる性に基づくあらゆる暴力行為と定義づけている。 

一般には、「夫・パートナーからの暴力」「性犯罪」「売買春」「セクシャル・ハラスメント」「ストーカー行為」等が挙

げられる。 

 

◆ストーカー行為                                        

同一の者に対し、つきまとい等※を反復して行うこと。 
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◆ストーカー規制法（ストーカー行為等の規制等に関する法律）                   

正式名は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」。平成 12 年 11 月に施行され、直近では平成 25 年に

法改正が行われた。この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等※」と「ストーカー行為」（上記参

照）。 

 

【※つきまとい等】 

ストーカー規制法（下記参照）における「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意の感情や、その感情

が満たされなかったことへの恨みの感情を満足させるため、次の１から８の行為を行うことをいいます。 

１．つきまとい・待ち伏せ・押しかけ               ２．監視していると告げる行為 

３．面会・交際などの要求                      ４．乱暴な言動        

５．無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール 

６．汚物などの送付                       ７．名誉を傷つける 

８．性的羞恥（しゅうち）心の侵害 

 

◆世界女性会議                                         

女性の地位向上を目的として、国連主催の下に開催される会議です。国際学際女性会議とも呼ばれる。 

第１回世界女性会議は、国連が定めた「国際婦人年」の 1975 年にメキシコシティで開催され、女性の地位

向上のための「世界行動計画」を採択、第２回はコペンハーゲンで「国連婦人の 10 年中間年世界女性会議」

として開催、女性の人権宣言ともいうべき「女子差別撤廃条約」の署名式が行われた。第３回はナイロビ、第４

回は中国で開催された。 

 

◆セクシャル・ハラスメント                                    

 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減

給などの不利益を受けること、又は、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者

の能力の発揮に悪影響が生じること。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられている。

（厚生労働省ＨＰより） 

 

◆セーフティネット                                       

安全網と訳されます。事故や災害などの予期せぬ不幸な出来事に遭遇した場合や、定年退職のようにあらかじ

め予想される事柄に備え、用意された制度などを指す。セーフティネット整備の目的は、被害を回避したり、最小

限に抑えること。 

 

[た行] 

 

◆男女共同参画社会                                       

男女共同参画社会基本法では、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会」と定義されている。 
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◆男女共同参画社会基本法                                    

この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体

及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的としている。 

 

◆男女雇用機会均等法                                      

正式名は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。雇用の分野における

男女の均等な機会や待遇が確保されるとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中および出産後の健康の確

保などの措置を推進することを目的とした法律。 

 

◆男女混合名簿                                         

男女を性別で区別せず、あいうえお順や生年月日順等によって並べられた名簿のこと。男女を性別ごとに分け

る「男女別名簿」は「男は先・主・優」「女は後・従・劣」という意識を生み出す原因となっているとの指摘があり、

男女平等教育を推進するため、「男女混合名簿」を導入する学校が増加している。 

 

◆デートＤＶ                                          

交際中のカップル間におこるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）のこと。単なるケンカとはと違い、暴力をふるう

側とふるわれる側の上下関係が固定化する。 

 

◆ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）                             

英語の「domestic violence」をカタカナで表記したもので、略して「ＤＶ」と呼ばれる。一般的には「配偶者

や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多い。配偶者か

らの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、人権を著しく侵害する重大な問題。 

 

[は行] 

 

◆配偶者暴力相談支援センター                                   

都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果

たしている。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす

よう努力義務が定められている。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護を図るため、相談や相談機関の紹介・カウンセリング・被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及

び一時保護・自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助・保護命令制度の利用についての

情報提供その他の援助を行う。 
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◆パタニティ・ハラスメント  

働く男性が育児休業をとったり、育児支援目的の短時間勤務制度等を活用して育児参加することを職場の

上司や同僚が妨げたり、嫌がらせをしたりすることです。 

 

◆バリアフリー                                         

高齢者や障がい者等が社会生活を送るうえで障壁（バリア）となるものを除去するという意味。元来は建築

用語として、建築内の段差をなくすなど物理的な障害を除くという意味で使われていたが、現在はより広い意味に

受けとめられ、障がいのある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障害の除去とい

う意味で用いられる。 

 

◆パートタイム労働法                                      

正式名は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。適正な労働条件の確保および教育訓練

の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを

講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように定めた法律。 

 

◆パワー・ハラスメント                                      

職権などのパワー（力）を背景にして、本来の業務の範疇
はんちゅう

を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動

を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。身体的な攻撃や精神的な攻撃等があ

り、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優

位性を背景に行われるものも含まれる。 

 

◆PDCAサイクル  

Plan (計画)→Do (実行)→Check (評価)→Act (改善)を繰り返すことで業務を継続的に実施・ 改善し

ていく手法。 

 

◆フェミニズム                                         

男女同権を実現し、性差別のない社会をめざして、女性の社会的・政治的・経済的地位の向上と性差別を

払拭する思想。 

 

◆ポジティブ・アクション（積極的改善処置）                           

これまでの慣行や性別による役割分担意識などから、男女の労働者の間に格差が生じている場合（例：営

業職に女性がほとんどいない、課長以上の管理職は男性が大半である 等）、このような格差を解消するために

個々の企業が行う自主的かつ積極的な取り組みのこと。 
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[ま行] 

 

◆マタニティ・ハラスメント                                    

働く女性が妊娠・出産を理由として解雇・雇い止めをされることや、職場で受ける精神的・肉体的なハラスメン

トのこと。職場における母性健康管理や母性保護の措置にはいろいろなことがあり、妊娠・出産を理由とする不

利益な取り扱いは法律で禁止されている（男女雇用機会均等法第９条関係）。法律では、「事業主は、女

性労働者が妊娠・出産・産前産後の休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性

健康管理措置や深夜業免除など労働基準による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不

利益取扱いをしてはならない。」としている。 

 

◆無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス） 

 自分自身が気づいていないものの見方や捉え方のゆがみ・偏り。無意識の思い込み。 

 

◆メディア・リテラシー                                     

メディア（新聞・テレビ・ラジオ・インターネットなどの情報媒体）から情報を主体的に読み解き、自己発信する

能力のこと。 

 

◆モラルハラスメント                                       

言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わ

せて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くすること。 

 

 

[ら行] 

 

◆ライフサイクル                                        

人生の経過を円環に描いて説明したもの。発達心理学者のエリク・Ｈ・エリクソンが人生を幼児期・青年期・

老年期と全部で８つの段階に分け、それぞれで解決すべき課題（発達課題）があるとした。 

 

◆リプロダクティブ・ヘルス／ライツ （SRHR:性と生殖に関する健康と権利）  

1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、重要な人権のひとつとして認

識されている。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中心的課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、

安全で満足のいく性関係、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれている。また、これらに

関連して、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が広く議論されてい

る。 
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[わ行] 

 

◆ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）                         

日本語では「仕事と生活の調和」と訳される。子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる時

間など、個人が健康で豊かな時間を持ち生活ができるよう、個々のライフスタイルやライフステージに応じた多様な

働き方の実現を目指す考え方。
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６．男女共同参画のあゆみ（年表） 

年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

昭和 20 年 
（1945） 

・国際連合発足 
・国連憲章採択（国連憲章前文で
「男女平等」をうたう） 

・「改正選挙法公布」（婦人参政権）   

昭和 21 年 
（1946） 

・国連「婦人の地位委員会」設置 ・第 22 回総選挙で初の婦人参政権
行使 

・日本国憲法公布（男女平等の明文化） 

  

昭和 22 年 
（1947） 

 ・「日本国憲法」施行（男女平等が基
本的人権） 

  

昭和 23 年 
（1948） 

・「世界人権宣言」採択 ・日本国憲法施行・労働省発足、婦人
少年局設置 

 ・初の女性市議会議員が２人誕生（牧志つ
るえ、宮城文） 

・「週刊婦人新聞」発刊 
（八重山タイムス社編集兼発行宮良長芳） 

昭和 24 年 
（1949） 

 ・第１回婦人週間（4 月 10 日～16
日）主唱：労働省 

  

昭和 42 年 
（1967） 

・「婦人に対する差別撤廃宣言」採択    

昭和 47 年 
（1972） 

・国連総会で 1975 年を国際婦人年
とすることを宣言 

・外務省が国際婦人年のための関係各
省庁連絡会議を設置 

  

昭和 49 年 
（1974） 

・国連婦人の地位委員会で国際婦
人年活動計画を採択 

   

昭和 50 年 
（1975） 

・国連国際婦人年（目標：平等・
発展・平和） 

・ILO 第 60 回総会「婦人労働者の
機会及び待遇の均等を促進するた
めの行動計画」を採択 

・国際婦人年世界会議（於：メキシ
コシティー） 

・「世界行動計画」採択 
・「国連婦人の 10 年」（1976～
1985）決定 

・「婦人問題企画推進本部」設置（総
理府） 

・「婦人問題企画推進本部会議」開催 
・婦人問題企画推進室が業務開始 
・育児休業法の成立 

・沖縄県婦人連合会が沖縄県に要
請：男女平等・婦人の地位向上につ
いて 

 

昭和 51 年 
（1976） 

・「国連婦人の 10 年」初年度 
・ILO 事務局に婦人労働問題担当
室が新設 

・離婚復氏制度改正（民法の改正） 
・育児休業法（女子教育職員、看護
婦、保母等）の施行 

・婦人少年問題審議会「雇用における男
女の機会均等と待遇の平等の促進に
関する建議」を提出 

 

・県労働商工部の「労政課」に婦人行
政担当の専任職員配置 

・育児休暇条例の制定 
・県内初女性県議会議員誕生 
（上江洲トシ） 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

昭和 51 年 
（1976） 

 ・労働省「第１回日本婦人問題会議」
開催 

・県内初女性県議会議員誕生 
（上江洲トシ） 

 

昭和 52 年 
（1977 

・ILO 第 63 回総会で看護職員なら
びに勧告を採択 

・「国内行動計画」策定（S52～61） 
・労働省「若年定年制・結婚退職制等改善
年次計画」策定 

・国立婦人教育会館開館 
・総理府婦人問題担当室「国内行動計画前
期重点目標」を発表 

・県婦人関係行政連絡会議設置 
・県婦人問題懇話会設置 

 

昭和 53 年 
（1978） 

 ・総理府「国内行動計画第１回報告
書ー婦人の施策と現状ー」を公表 

・沖縄県における婦人の生活実態と意
識の調査 

 

昭和 54 年 
（1979） 

・第 34 回国連総会「女子差別撤廃
条約」採択 

・法務省「相続に関する民法改正要綱
試案」を公表 

・生活福祉部に青少年行政と婦人行
政を統合した「青少年婦人課」を設
置 

 

昭和 55 年 
（1980） 

・「国連婦人の 10 年中間年」世界会
議（於：コペンハーゲン） 

・「国連婦人の 10 年後半期行動プロ
グラム」採択 

・総理府「国内行動計画第２回報
告書ー婦人の 施策と現状ー」を発
表・女子差別撤廃条約への署名・
総理府「国連婦人の 10 年中間年
全国会議」を開催・「民法」の一部
改正 

（配偶者相続分の引き上げ） 

・「国連婦人の 10 年」中間年世界会議
参加 ［22 人]・「国連婦人年の 10
年」中間年記念沖縄大会開催 

・「国連婦人の 10 年」記念第１回沖縄
県婦人 国内研修（於：埼玉県、東
京都） 

 

昭和 56 年 
（1981） 

・ILO 総会「男女労働者特に家族的
責任を有する労働者の機会均等及
び均等待遇に関する条約」及び「同
勧告」を採択 

・「女子に対するあらゆる形態の差別
に関する条約」発効 

・「民法及び家事審判法の一部を改正
する法律」施行 

・婦人問題企画推進本部「婦人に関す
る施策の推進のための国内行動計画」
後期重点目標」決定 

・労働省「バードバンク」の設置を開始  
・法務省は法制審議会に国籍法部会を
設置 

・沖縄県議会議長名で「婦人に対する
あらゆる形態差別撤廃条約」早期批
准に 関する意見書提出 

・県庁初の女性課長発令（青少年婦
人課長：安次富初子） 

 

昭和 57 年 
（1982） 

 ・労働省：男女平等問題専門家会議
「雇用における男女平等の判断基準の
考え方について」報告 

・「国民年金法等の一部を改正する法
律」成立 

  

昭和 58 年 
（1983） 

 ・「婦人の生活と意識ー国際比較調査
報告書」発表（他国に比べて性別に
よる役割意識が強いことが示される） 

・法制審議会国籍法部会「国籍法改
正に関する中間試案」決定 

・沖縄県知事名で内閣総理大臣へ
「婦人に対するあらゆる差別の撤廃に
関する条約」早期批准について要望
書提出 

・沖縄県婦人問題懇話会による知事へ
の提言 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

昭和 58 年 
（1983） 

 ・婦人少年問題審議会婦人労働部会
「男女雇用平等法審議」中間報告 

  

昭和 59 年 
（1984） 

・「国連婦人の 10 年 ESCAP 地域政
府間準備会議」開催（於：日本・
東京） 

・文部省「家庭科に関する検討会議」報告書
提出 

・婦人問題解決のための沖縄県行動計
画策定 

・県２番目の女性課長 
（婦人相談所長：翁長孝枝） 
・第 1 回婦人海外研修「婦人の翼」
実施 

・第１期婦人海外研修「婦人の翼」参加 

昭和 60 年 
（1985） 

・「国連婦人の 10 年」最終年世界会
議（於：ナイロビ） 

・「婦人の地位向上のためのナイロビ
将来戦略」採択 

・文部省「家庭科に関する検討会議」報
告書提出 

・国籍法の改正施行（父母両系血統
主義の採用） 

・「女子差別撤廃条約」批准 
・「男女雇用機会均等法」制定 
・「国民年金法」改正（女性の年金権
を確立） 

・第１回うないフェステイバル開催 
（那覇市） 

・八重山婦人連合会が県議会文教厚生委員
会へ陳情内容 

①沖縄県婦人問題懇話会へ早急に離島地
区から審議委員を出すこと 

②八重山に関する婦人問題研究センターの設 
置を早急に実現すること 

③学童保育の法令化の早期実現を図ること 
④八重山に働く婦人の家の設置を早急に実
現すること 

昭和 61 年 
（1986） 

 ・婦人問題企画推進本部を拡充 
（構成を全省庁に拡大） 
・婦人問題企画推進有識者会議開催 
・「男女雇用機会均等法」施行 

・沖縄の女性と男性の広場「あい」 
（広報誌）発行 
・「女性総合センターの早期建設につい
て」婦人問題懇話会から知事へ提言 

・「農村婦人の翼」実施 

・第３期婦人海外研修「婦人の翼」参加 

昭和 62 年 
（1987） 

 ・婦人問題企画推進本部「西暦 2000
年に向けての新国内旅行行動計画」
策定 

・婦人団体連絡協議会結成（27
団体） 

・「婦人の翼」の会結成 

・第６期女性農業委員誕生（大道晴子） 
・第４期婦人海外研修「婦人の翼」参加 

昭和 63 年 
（1988） 

 ・週 40 時間労働制に向けての「労働基
準法」の改正 

・「西暦 2000 年に向けて女性の望まし
い生き方のために」婦人懇話会から知
事へ提言 

 

平成元年 
（1989） 

 ・学習指導要領の改訂 
（高校家庭科の男女必修） 

 ・女性問題学習講座（社会教育課） 

平成 2 年 
（1990） 

・国連婦人の地位委員会拡大会議
（於：オーストリア・ウィーン） 

・国連経済社会理事会で「ナイロビ将
来戦略の実地に関する第１回見直
しと評価に伴う勧告及び結論」採択 

  ・女性問題学習講座（社会教育課） 
・女性問題図書コーナー開設（市立図書館） 
・第７期女性農業委員誕生（大道晴子） 

平成 3 年 
（1991） 

 ・「西暦 2000 年に向けての新国内行
動計画」（第一次改定） 
目標年度：平成 12 年度 

・「育児休業法」公布 

・全国で２人目の女性副知事（尚弘
子）誕生「沖縄県における婦人の生
活実態と意識の調査」 

・女性問題学習講座（社会教育課） 
・女性行政サービス窓口の設置に関する質問 
（市議会一般質問） 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 4 年 
（1992） 

 ・「育児休業法」施行 
・初の婦人問題担当大臣任命 
（河野洋平内閣官房長官） 

・総務部知事公室に女性政策室を新
設（室長安里和子） 

・女性行政推進本部設置 

・女性問題学習講座（社会教育課） 
・第９期女性海外研修参加補助「女性の翼」 
・「女性行政雑談会」対象：行政職員 
・第 23 代教育委員長誕生（糸州マサ） 
・石垣市婦人防火クラブ発足 

平成 5 年 
（1993） 

・「世界人権会議」開催 
（於：ウィーン） 

・中学校での家庭課の男女必修完全実施 
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関
する法律（パートタイム労働法）成立 

・地方交付税において、基準財政需要
額に「男女均等推進対策」に要する経
費が算出される。（平成５年度都道
府県分） 

・第４回世界女性会議日本国内委員
会設置 

・「男女共同参画社会づくりに関する推進体
制の整備について」決定 

・「沖縄県男女共同参画社会の実現を
めざす沖縄県行動計画～ＤＥＩＧ
Ｏプラン 21～」を策定 

・（財）おきなわ女性財団設立 
・沖縄県農山漁村女性に関する中長期
ビジョン策定 

・「ＤＥＩＧＯプラン 21 推進月間」を
設定 
(ＤＥＩＧＯプラン 21 推進 10 市メッ
セージリレー) 

・女性問題学習講座（社会教育課） 
・石垣市付属機関「女性問題会議」設置
（民生課） 

・第 10 期女性海外研修参加補助「女性
の翼」 

・第 24 代教育委員長誕生（新城知子） 
・家庭科の男女共修（中学校） 
・第８期女性農業委員誕生（大道晴子） 

平成 6 年 
（1994） 

・アジア・太平洋経済社会委員会
（ＥＳＣＡＰ）「開発と女性」に関
する第 2 回アジア・太平洋会議開催 

・国際人口・開発会議で「行動計画」
を採択（於：エジプト・カイロ） 

・市町村に係る普通地方交付税措置に
女性問題対策推進費が追加 

・総理府に「男女共同参画室」設置 
・「男女共同参画審議会」設置 
・「男女共同参画推進本部」発足 
・高等学校での家庭科の男女必修実施 
・「児童の権利に関する条約」発効 

・県２人目の女性副知事誕生（東門
美津子） 

・ＤＥＩＧＯプラン 21 推進キャラバン 
・第 1 回「女と男のフェスティバル」 
・人材リスト作成 
・女性問題アドバイザー設置 

・「石垣市女性行動計画」（案）の策定を諮
問（民生課） 

・石垣市女性に関する市民の意識と実態調査
（民生課） 

・石垣市女性行政担当を企画室へ 
・女性行政担当職員配置（企画室） 
・女性市議会議員２人誕生（辻野ヒロ子、
冨里八重子） 

・第 11 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（企画室） 

・家庭科の男女共修（高校） 

平成 7 年 
（1995） 

・北京女性会議ＮＧＯフォーラム開幕 
・約 3 万 1 千人参加（日本から 5 千
人［8.30～9.8］ 

・第４回世界女性会議（於：北
京）開催（190 カ国約 1 万 7 千
人が参加）首席代表野坂浩賢女
性問題担当大臣 

・「北京宣言」及び「行動綱領」採択 

・ILO156 号条約「家族的責任を有す
る男女労働者の機会及び待遇の均等
に関する条約」批准 

・「育児休業法」改正 
・「女性のためのアジア平和国民基金」
発足 

・「男女共同参画社会づくりに向けての
全国会議」開催（総理府） 

・農業者年金基金の一部改正法公布
農業経営の妻にも年金加入権 

・県初の女性部長誕生（生活福祉
部長：安里和子） 

・沖縄女性の 50 周年フォーラム・第４
回世界女性会議に県内から 70 名
余の女性が参加 

・「戦後 50 年おきなわ女性のあゆみ」
発刊 

・女性行政係設置（企画室） 
・石垣市女性行動計画（案）の策定を提言 
（石垣市女性問題会議） 
・石垣市女性行政推進本部会議設置 
・第 12 期女性海外研修参加補助「女性の翼」 
・「女性講座いしがき’95」開講 
・広報誌「まるざー」発行 
・初の女性公民館長誕生（山根慶子） 
・石垣市選挙管理委員 
・初の女性委員誕生（長田ハル） 
・第 28 回婦人の主張中央大会受賞者 
（田盛亜紀子・下地スエ） 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 8 年 
（1996） 

 ・男女共同参画審議会「男女共同参画
ビジョン」答申 

・男女共同参画推進連携会議（えがり
てネットワーク）発足 

・「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

・沖縄県女性総合センター〈ているる〉
開館 

・石垣市男女共同参画社会の実現をめざす
「いしがきプラン」の策定 

・「いしがきプラン」具体的施策の推進（各部課等） 
・初の女性課長誕生（市史編集室） 
・第 13 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（ドイツ・フランス） 

・「女性講座いしがき’96」開講 
・広報誌「まるざー」発行 
・石垣市織物事業共同組合女性理事長就
任（松竹喜生子） 

・石垣市女性団体ネットワーク会議結成 

平成 9 年 
（1997） 

 ・労働省婦人局婦人少年室や各都道
府県の婦人少年室を女性局女性少
年室に改称 

・「介護保険法」公布 

・「戦後 50 年おきなわ女性のあゆみ～
21 世紀へのメッセージ」映像化 

・「石垣市女性行政のあらまし」発行（企画室） 
・石垣市女性委員情報交換会 
・「女性講座いしがき’97」開講 
・石垣市女性模擬議会（企画室） 
・２人目の女性課長誕生（児童家庭課） 
・初の男性講座「男の生き方セミナー」開講 
・第 30 回婦人主張大会中央大会受賞者
（比嘉玉子） 

・第１回まるざーフェスティバル開催（女性団
体ネットワーク会議） 
第２部：ファッションショー：テーマ「一枚の布
から」於：市民会館中ホール 

・市女性人材リスト事業実施 
・第 28 代教育委員長誕生（宮里テツ） 
・八重山地区婦人連合会 40 周年記念事業 
・広報誌「まるざー」発行 

平成 10 年 
（1998） 

・第 18 回女性差別撤廃委員会開
催（於：ニューヨーク） 

・ＡＰＥＣ女性問題担当大臣会合
開催（於：マニラ） 

・第 50 回「女性週間」（4 月 10 日～
4 月 16 日）主唱：労働省・男女共
同参画審議会「男女共同参画社会
基本法-男女共同参画社会を形成す
るための基礎的条件づくり-」答申 

・「男女共同参画社会の実現をめざす
沖縄県行動計画～ＤＥＩＧＯプラン
21～」改定 

・「戦後 50 年おきなわ女子のあゆみ～
21 世紀へのメッセージ」映像化 

・「男女共同参画都市宣言」 
（那覇市） 

・女性行政学習会（部課長及び職員対象） 
・啓発ビデオ「セクシャル・ハラスメントを考える」
（企画室） 

・「女性週間 50 周年記念講演会」講師：山
口みつ子（市川房江記念会業務理事） 

・「女性講座いしがき’98」開講（６回） 
・第 15 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（オーストラリア・ニュージーランド） 

・女性市議会議員２期目誕生 
（辻野ヒロ子・富里八重子） 
・第 31 回婦人主張大会中央大会受賞者 
（加藤伴子・市村美代子） 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 10 年 
（1998） 

   ・第２回まるざーフェスティバル開催 （於：市
民会館中ホール・大ホール）第２部：「ユキ
エ」上映・ネットワーク学習会及び情報交換会 

・「いしがきプラン」地域推進委員会設置 
・広報誌「まるざー」発行 

平成 11 年 
（1999） 

・ESCAP ハイレベル政府間会議開催 
（於：タイ・バンコク） 

・「改正男女雇用機会均等法」施行 
・「改正労働法」施行 
・「女性に対する暴力のない社会を目指 し
て」答申 

・「男女共同参画社会基本法」公布・施行 
・「食料・農業・農村基本法」公布・施行（女
性の参画促進を規程） 

・「被害者支援を考えるフォーラム」の
開催 

・「米軍基地から派生する女性に関する
諸問題調査事業」 

・「女性講座いしがき’99」開講（６回） 
・「いしがきプラン」地域推進委員会開催 
・第 16 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（カナダ） 

・第 32 回婦人主張大会中央大会受賞者
（藤田いそ子・嵩田美代子） 

・「現代の名工」に認定（新垣幸子） 
・広報誌「まるざー」発行 
・男女平等意識調査（職員対象）実施 
・「いしがきプラン」地域推進市民フォーラム開催 
・第３回まるざーフェスティバル開催 
 第２部：記念講演会：テーマ「20 世紀を
生きた八重山の女性たち」～宮城文と牧志つ
るゑを偲ぶ～講師：玉代勢秀子 

・女性人材リスト冊子作成 
・「市議会推薦による農業委員に女性登用を
要請」：市長、市議会議長宛（石垣市女
性団体ネットワーク会議） 

・八重山地区農山漁村組織連絡協議会） 
・第10 期女性農業委員誕生（多宇久美子） 

平成 12 年 
（2000） 

・国連特別総会・女性 2000 年会議
（於：ニューヨーク） 

・「政治宣言及び成果文書」採択 

・「女性と仕事の未来館」開館（労働省） 
・「男女間における暴力に関する調査」
（総理府） 

・男女共同参画審議会答申「女性に対
する 暴力に関する基本方策について」 

・「国の審議会における女性委員の登用
について」決定 

・男女共同参画審議会「男女共同参
画基本計画 策定に当たっての基本
的な考え方 ー21 世紀の最重要課題
ー」答申 

・「ストーカー行為規制法」の公布・施行 
・「男女共同参画基本計画」策定 

・「おきなわ女性白書 2000」発行 
・知事公室「女性政策室」から「男女共
同参画室」へ改称 

・石垣市子育て支援センター「こっこーま」開所
（児童家庭課） 

・「女性講座いしがき 2000」開講 
・広報誌「まるざー」発行 
・第 30 代教育委員長誕生（當山房子） 
・石垣市国際交流員女性配置（インガ・メリエ
ール・ビューリ）スコットランド出身 

・「現代の名工」に認定（新絹枝） 
・第 17 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（ドイツ・デンマーク） 

・第 33 回婦人主張大会中央大会受賞者
（喜屋武美千代・河上美奈子） 

・第２期「いしがきプラン」地域推進委員発令 
・「いしがきプラン」地域推進市民フォーラムの開催 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 13 年 
（2001） 

 ・育児・介護休業法施行 
・中央省庁再編に伴い内閣府に「男女
共同参画局」及び「男女共同参画会
議」を設置。（男女共同参画審議会を
廃止） 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律（DV 防止法）」
の施行 

・第１回男女共同参画週間（6 月 23
日～6 月 29 日）男女共同参画推進
本部決定「女性に対する暴力をなくす
運動」について 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律一部施行（配偶
者暴力相談支援センターを除く） 

・「男女共同参画社会づくりに関する県
民意識調査」 

・「日米結婚・離婚・子どものためのハンド
ブック」発行 

・平成 12 年度「沖縄県男女共同白
書」発行 

・第３回世界のウチナーンチュ大会「女性 
フォーラム」開催 
・「沖縄県 DV 対策事業」（DV シンポ
ジウム等開催）：平成 13 年度からス
タート 

・第４回まるざーフェスティバル開催 
 第２部：公開座談会：テーマ「21 世紀自
立に向けて手をつなぐやいまの女たち」 

・機構改革により女性行政係は広報広聴課へ 
・３人目の女性課長誕生（福祉課） 
・基幹在宅介護支援センター開所（介護長
寿課） 

・第 18 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（オランダ・ドイツ） 

・八重山地区相談業務関係団体ネットワーク
設立（八重山警察署） 

・第 1 回男女共同参画週間パネル展 
・「わいわいクラブ」が発足 
（子育て支援センター「こっこーま」に通う親たち
の自主活動） 

・「男女共同参画講座 2001」開催 
・第５回まるざーフェスティバル開催 
 第２部：ファッションショー：テーマ「着てみて
使ってみて わたしたちの手仕事」～八重山の
伝統染織を今に生かして～ 

・県功労賞受賞（男女共同参画社会に貢
献）：大山トヨ 

・川平婦人会創立 70 周年記念式典 
・石垣市婦人連合会 25 周年記念式典 
・「八重山女性の翼の会」発足 
・広報誌「まるざー」発行 

平成 14 年 
（2002） 

・「国連婦人の 10 年世界会議」
ESCAP 地域政府準備会議（東
京）の開催 

・「APEC 第２回女性問題担当大臣
会合」の開催：メキシコ・グアダラハラ 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律完全施行 

・「沖縄県男女共同参画計画～
DEIGO プラン 21～」策定 

・男女共同参画推進地域会議（於：
石垣市） 

・平成 13 年度「沖縄県男女共同参画
白書」発行 

・配偶者暴力支援センター開設（県女
性相談所） 

・復帰30 周年記念事業「女性達の 30
年」開催：パネルディスカッション部のパネ
リストとして石垣市から参加（潮平俊） 

・「沖縄県 DV 防止対策事業」実施 

・「男女共同参画推進地域協議会 in 石垣
市」開催（共催：沖縄県・石垣市） 

・４人目の女性課長誕生（青少年センター） 
・第 32 代教育委員長誕生（潮平俊） 
・石垣市健康福祉センター開所 
・第 19 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（スウェーデン・ノルウェー） 

・「男女共同参画講座 2002」開講 
・石垣市女性相談員配置（児童家庭課） 
・女性市議会議員３名誕生（辻野ヒロ子・冨
里八重子・上門孝子） 

・第 11 期女性農業委員誕生 
（多宇久美子・前津恵子） 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 14 年 
（2002） 

   ・第 35 回婦人の主張中央大会受賞者（川
平孝子・半嶺敬子） 

・広報誌「まるざー」発行 

平成 15 年 
（2003） 

・欧州協議会「第 29 回男女平等運
営 委員会」開催：フランス・ストラ
スブール 

・国連アジア太平洋経済社会委員会 
（ESCAP）開催（韓国ソウル） 

・母子及び寡婦福祉法等の一部を改
正する法律施行 

・男女共同参画推進本部決定「女性の
チャレンジ支援策の推進について」 

・「次世代育成支援対策推進法」公
布。施行 

・「えがりて」終刊 150 号：編集発行：
内閣府男女共同参画局 

・「男女共同参画推進本部ニュース」第
１号発刊 

・全国の行政相談委員 5,000 名中、
123 名の男女共同参画担当委員指
名（総務省）・日本初の女性知事誕
生（北海道知事：高橋はるみ） 

・沖縄県男女共同参画推進条例制
定・施行 

・県内初女性の空手道場主：大城信子 
・沖縄県女性団体連絡協議会「35 周年 
記念誌」出版 

・第６回まるざーフェスティバルの開催 
第２部：フォーラム開催：テーマ：「復帰
30 年、八重山の女性達のあゆみ」 

・石垣市附属機関設置条例の一部を「石垣
市女性問題会議」から「石垣市男女共同参
画会議」に改正 

・石垣市男女共同参画会議規則の施行 
・平成 15 年度「男女共同参画週間」パネル展 
・石垣市婦人防火クラブを表彰（財）日本消
防協会より優良婦人消防隊を表彰「創立
10 周年をむかえる」 

・ハートサポート・やいま発足 
・石垣市男女共同参画会議委員委嘱 
・石垣市男女共同参画会議開催 
・「石垣市女性行政のあらまし」作成 
・石垣市女性行政推進本部会議開催 
・第 20 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（スウェーデン・フィンランド） 

・第 36 回婦人の主張中央大会受賞者（玉
代勢光子・柳田千晶） 

・沖縄県と共催事業「平成 15 年度男女共同
参画条例広報啓発事業 in 石垣」開催 
基調講演 講師：潮平俊 

・ 「満とたず子のジェンダートーク」出演：笑築
過激団 

・親善都市：愛知県岡崎市学区女性の会ご
一行来島 

 第 18 回婦人芸能大会で文化交流：「岡
崎五万国おどり」を披露（主催：石垣市婦
人連合会） 

・「男女共同参画講座 2003 開催」（４回） 
・広報誌「まるざー」発行 

平成 16 年
（2004） 

・ESCAP（アジア太平洋地域経済
社会委員会）開催：ESCAP 本部
（タイ・バンコク） 

・「女性のチャレンジ大賞」「女性のチャレ
ンジ支援大賞」制定 

・男女共同参画推進本部決定「女性国家
公務員の採用、登用の拡大等について」 

・「市町村の男女共同参画施策主要指
標」作成 

・第７回まるざーフェスティバル開催 講演会
「市町村合併について」講師：八重山地域
市町合併推進協議会会長石垣市長大濵
長照 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 16 年
（2004） 

・第 48 回国連婦人の地位委員会開
催（於：ニューヨーク） 

・男女共同参画社会の将来像検討会
報告書 とりまとめ 

・「日本女性会議 2005 まつやま」開催・
改正配偶者暴力防止法公布・施行 

・育児・介護休業法改正 
・「苦情処理ガイドブック」発行：内閣府
男女共同参画局 

・２人目女性知事誕生（大阪府知
事：太田房江） 

・３人目女性知事誕生（熊本県知
事：潮谷義子） 

 ・天皇・皇后様の行幸啓の際、「八重山の織
物について」の機織の実演、展示 

・石垣市男女共同参画社会づくりに関する市民
の意識と実態調査実施（市民アンケート） 

・第 34 代教育委員長誕生（小底弘子） 
・八重山初の女性県議会議員誕生（辻野ヒ
ロ子） 

・第 21 期女性海外研修参加補助「女性の
翼」（オーストラリア） 

・「男女共同参画講座 2004」開催（３回） 
・職員講座の開催 
・沖縄県指定無形文化財八重山伝統舞踊
保持者決定（山森喜代子、本盛秀、宇根
由基子、森田吉子） 

・広報誌「まるざー」発行・第37 回婦人の主張中
央大会入賞者（西表和子・東内原とも子） 

平成 17 年
（2005） 

・第 49 回国連婦人の地位委員会
（CSW）－「北京+10」開催
（於：ニューヨーク国連本部） 

・改正育児・介護休業法施行 
・少子化と男女共同参画に関する専門
調査会「少子化と男女共同参画に関
する社会環境の国際比較報告書」 

・男女共同参画基本計画（第 2 次）
閣議決定 

・女性の学習国際フォーラム「災害と女
性のエンパワーメント」を開催 

・「女性国家公務員の採用・登用の拡
大に関する指針」の改定 

・「少子化と男女共同参画に関する社
会環境の国際比較報告書」作成 

・「市町村における男女共同参画の推
進に関する事例集」発行：内閣府男
女共同参画局 

・４人目女性知事誕生 
（千葉県知事：堂本暁子） 
・「男女共同参画社会の形成の推進に
関する事例集」発行：内閣府男女共
同参画局 

 

・男女共同参画行政所管組織の変更
新：文化環境部平和・男女共同参
画課前：総務部知事公室男女共同
参画室 

・第８回まるざーフェスティバルの開催（市健
康福祉センター）講演会「平和を求める-沖
縄の現状と地位協定-」講師：新垣勉（弁
護士） 

・講演会の開催「改正 DV 防止講演会」共
催：ハートサポート・やいま、八重山福祉保
健所、石垣市 

・「石垣市子育て支援行動計画」策定 
・石垣市男女共同参画社会づくりに関する市
民の意識と実態調査（市民アンケート）まと
め作成 

・市民アンケート概要版リーフレット「みんなの笑
顔が輝くみーどぅんびきどぅんのまち“石垣市”を
めざして」発行 

・５人目の女性課長誕生（児童家庭課長） 
・初の女性消防士誕生 
・初の女性技師誕生 
・平成 17 年度「男女共同参画週間」パネル
展 

・「いしがきプラン」実績・評価に関する調査実
施・調査書まとめ作成 

・石垣市男女共同参画会議委員委嘱 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 17 年
（2005） 

 ・「男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策の基本的な方向についての
中間整理」発行：男女共同参画会議 

・初の男女共同参画担当大臣就任
（猪口邦子）（内閣府特命担当：
少子化・男女共同参画） 

・「北京+10」記念シンポジウム開催・
「女性の再チャレンジ支援プラン」策定 

 ・石垣市男女共同参画会議開催 
・第 38 回婦人の主張中央大会入賞者（バ
ルセロ共子・東嵩西のり子） 

・平成 17 年度沖縄県女性農林漁業士誕生 
（花谷友子・川満京子・前津恵子） 
・第 11 期農業委員誕生（多宇久美子・前
津恵子・當銘千鶴子・仲松須磨子） 

・初の女性農業委員会会長誕生（多宇久
美子） 

・「第２次いしがきプラン」策定に向けての提
言：（石垣市男女共同参画会議から石垣
市長へ） 

・第９回まるざーフェスティバル開催 
講演会：「戦場のベビーを書き終えて」講
師：三木健（琉球新報社副社長） 

 座談会：「戦後の体験を語る」コーディネータ
ー：松田良孝・パネラー４名（新正元・南
風野節子・島村修・黒島春） 

・広報誌「まるざー」発行 
・「男女共同参画講座 2005」開催（２回） 
・「第２次いしがきプラン」（素案）に対するパ
ブリックコメント実施 

・女性団体による「八重山病院産婦人科医師
確保実現を要請する会」発足 

・女性団体が八重山市町会等へ要請：「八
重山病院の産婦人科医師の確保実現に向
けて」（関係機関８箇所） 

・女性団体が署名活動：「八重山病院の産
婦人科医師 の確保実現に向けて」大型店
舗前や各団体への署名活動 

・県知事、県議会議長へ要請：「八重山病
院の産婦人科医師の確保実現に向けて」
（八重山病院産婦人科医師確保実現を要
請する会、自治労市職労青年部）署名総
数：18,316 人（要請団員 30 名余） 

・第２次石垣市男女共同参画計画「いしがき
プラン」策 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 18 年
（2006） 

・第 50 回国際婦人の地位委員会開
催（「国内開発戦略へのジェンダー
視点の統合」など）（於：ニューヨ
ーク国連本部） 

・第１回東アジア男女共同参画担当
大臣会合（於：東京） 

・男女共同参画推進本部決定「国の審
議会等における女性委員の登用の促
進について」 

・「男女雇用機会均等法」改正 
・少子化と男女共同参画に関する専門
調査会「少子化と男女共同参画に関
する社会環境の国内分析報告書」 

・「女性の再チャレンジ支援プラン」を改定 
・少子化と男女共同参画に関する専門
調査会「両立支援・仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）推進が企業
等に与える影響に関する報告書」 

・「沖縄県配偶者等からの暴力防止及
び被害者基本計画」策定 

・「女性問題懇話会」廃止、新たに「男
女共同参画行政推進本部」設置 

・「沖縄県女性総合センター」を「沖
縄県男女共同参画センター」に名
称変更 

・第２次「いしがきプラン」具体的施策の推進
（各部課等） 

・男女共同参画講座 講演会「笑って考えよう
男女のこと・人権のこと」講師：瀬地山角 

・男女共同参画講座 講演会「子供や女性を
守る地域の力」講師：八巻香織 

・男女共同参画講座 
 講演会「すこやかですか、心と身体～ 自分
らしく生きるために～」講師：竹下小夜子 

・フォーラム～男女が共に働き続けるために～
『男女共同参画推進』（主催：労金八重
山地区推進委員会） 

・講演会「配偶者からの暴力防止支援アドバイ
ザー派遣事業」講師：近藤恵子（主催：
内閣府） 

・市民フォーラム基調講演「妻が僕を変えた日」
講師：広岡守穂 

・女性初の石垣市議会事務局長誕生 
・看護業務功労瑞宝雙光章受章（仲吉八
重） 

・石垣市女性団体ネットワーク会議結成 10
周年 

・第１０回まるざーフェスティバルの開催 
 於：ホテル日航八重山 記念講演「デンマー
クの女性たち」講師：シアベック柴田幸子 

 記念式典および祝賀会 
・第３９回婦人の主張中央大会入賞者（仲
本則子） 

・広報誌「まるざー」発行 

平成 19 年 
（2007） 

・第 51 回国連婦人の地位委員会開
催（「女児に対するあらゆる形態の
差別暴力撤廃」など）（於：ニュー
ヨーク国連本部） 

・第２回東アジア男女共同参画担
当大臣会合（於：インド・ニューデ
リー） 

・「パートタイム労働法」改正 
・「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」改正 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）憲章」及び「仕事と生活の調
和推進のための行動指針」策定 

・「沖縄県男女共同参画計画(後期)」の
策定 

・「男女共同参画都市」を宣言 
・第２次いしがきプラン地域推進委員会開催 
・男女共同参画週間標語コンクール開催 
・シンポジウム開催 
 テーマ「参画で職場に活気家庭にゆとり」 
・男女共同参画講座 講演会「リーダー育成の
為のスキルアップをめざして」講師：石原絹子 

・男女共同参画講座 講演会「ことばとコミュニ
ケーション」講師：崎山律子 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 20 年
（2008） 

・第 52 回国連婦人の地位委員会開
催（「ジェンダー平等及び女性のエン
パワーメントのための資金調達」な
ど）（於：ニューヨーク国連本部） 

・女子差別撤廃条約実施状況報告
（第６回） 

・「仕事と生活の調和推進室」設置 
・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）専門調査会 

・「企業が仕事と生活の調和に取り組むメ
リット」 

・男女共同参画推進本部決定「女性の
参画加速プログラム」 

・基本問題専門調査会「地域における男
女共同参画推進の今後のあり方につい
て」 

・「次世代育成支援対策推進法」改正 

 ・石垣市男女共同参画会議開催 
・石垣市男女共同参画推進条例（仮称）
策定推進ワーキングチーム会議開催 

・石垣市男女共同参画推進本部会議開催 
・石垣市長から男女共同参画会議会長へ
「石垣市男女共同参画推進条例（案）」
を諮問 

・男女共同参画会議会長から石垣市長へ
「石垣市男女共同参画推進条例（案）」
を答申 

・「石垣市男女共同参画推進条例（案）」
公表パブリックコメント募集 

・例規審議委員会で「石垣市男女共同参画
推進条例（案）」を審議 

・「男女共同参画週間標語コンクール」開催 
・第 25 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（ベトナム） 

・第 11 回まるざーフェスティバルの開催 
 講演会「『やいま女性学』事始」講師:勝方
＝稲福恵子 上映会「イザイホウ」 

・「石垣市男女共同参画推進条例」制定 
・講演会「男女がともに参画するまちづくりをめざ
して」講師：大城貴代子 

・農林水産省畜産部門天皇杯受賞（多宇
司・明子夫妻） 

・叙勲 瑞宝双光章受章（平良ヤス） 
・広報誌「まるざー」発行 

平成 21 年 
（2009） 

・第 53 回国連婦人の地位委員会開
催「HIV/AIDS のケア提供を含む男
女間の平等な責任分担」など
（於：ニューヨーク国連本部） 

・第３回東アジア男女共同参画担当
大臣 会合(於：韓国・ソウル） 

・「DV 相談ナビ」開設 
・「育児・介護休業法」改正 
・男女共同参画会議「新たな経済社会
の潮流の中で生活困難を抱える男女
について」公表 

 ・石垣市男女共同参画推進条例施行 
・第12 回まるざーフェスティバルの開催 
第２部映写会「歓喜の歌」 

・石垣市初の女性教育長誕生(江川 三津恵) 
・石垣市男女共同参画推進条例施行記念フォー
ラム 

・男女参画講演会「自分らしく生きるために」講
師：阿木耀子 

・シンポジウム「今こそワーク・ライフ・バランス」 
・第２６期女性海外研修参加補助 
「女性の翼」（中国） 
・女性のための起業講座開催 講師：安里香織 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 21 年 
（2009） 

 
 

  ・ＩＴを活用した起業養成講座開催  
講師：西村総一郎 

・石垣市子どもセンター開所 
・沖縄県文化協会賞受賞 
（糸洲マサ・諸見里吉子） 
・旭日雙光章受章（本盛秀） 
・藍綬褒章受章（前盛恵子） 
・厚生労働大臣賞受賞（唐真佑子） 
・広報誌「まるざー」発行 

平成 22 年
（2010） 

・第 54 回国連婦人の地位委員会/
「北京+15」記念会合開催 

（於：ニューヨーク） 

・男女共同参画会議「第３次男女共
同参画基本計画策定に当たっての基
本的な考え方について」答申 

・男女共同参画会議「男女共同参画
基本計画の変更について」答申 

・「第３次男女共同参画基本計画」閣
議決定 

・「沖縄県配偶者等からの暴力防止およ
び被害者支援基本計画」改定 

・「男女共同参画社会づくりに関する県
民意識調査」実施 

・第 13 回まるざーフェスティバルの開催 
講演会「海で人を丸にする」講師：荒木汰
久治 

・パネルディスカッション「環境を考える！」 
・男女共同参画講座「父ちゃんの手作りお弁
当うれしいな！」開催 

・「男女共同参画週間標語・俳句コンクール」
開催 

・講演会「かかわるってすばらしい」 
講師：江川三津恵（共催：八重山「女性
の翼」の会） 

・携帯電話のカメラで撮る「ケータイフォトコンび
ぎどぅんの家事・育児」開催 

・広報誌「まるざー」発行 

平成 23 年 
（2011） 

・「ジェンダー平等と女性のエンパワーメ
ントのための国連機関（略称：UN 
Women）」正式発足 

・第４回東アジア男女共同参画担当
大臣会合（於：カンボジア・シェムリ
アップ） 

 ・所管部を文化環境部から環境生活
部へ改組 

・第14 回まるざーフェスティバルの開催 
 ファッションショー「イシ・コレ ファッションで島興し」 
・県立八重山病院産婦人科医師の確保要請
（関係機関８箇所が要請） 

･講演会「なぜ医師になったか？～35 年続け
られたのは～」 講師：沖縄県立八重山病
院副院長 依光たみ枝（共催：八重山「女
性の翼」の会） 

・第 28 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（ハワイ） 

・男女共同参画講座 講演会「魅惑のノルディ
ックウォーキング」講師：笹尾修司 

平成 24 年 
（2012） 

・第 56 回国際婦人の地位委員会
「自然災害におけるジェンダー平等と
女性のエンパワーメント」決議採択
（於：ニューヨーク） 

・「女性の活躍推進による経済活性化」
行動計画策定 

・「第４次沖縄県男女共同参画計画
-DEIGO プラン-」策定 

・「2012 ケイタイフォトコンびきどぅんの家事・育
児・介護」開催 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 24 年 
（2012） 

   ・男女共同参画講演会「100 歳の女子アナウン
サーがいたっていいじゃない!!」講師：いらみな 
ぜんこ（共催：八重山「女性の翼」の会） 

・第 15 回まるざーフェスティバルの開催 
・女性模擬市議会を開催 
・第 29 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（フランス） 

・広報誌「まるざー」発行 

平成 25 年 
（2013） 

 ・若者・女性活躍推進フォーラムの提言 
・「日本再興戦略」の中核に「女性の活
躍推進」が位置づけられる 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」の改正及び同
法に基づく基本方針の策定 

 ・機構改革により企画部秘書広報課より市民
保健部市民生活課に所管替 

・「2013 ケイタイフォトコンびきどぅんの家事・育
児・介護」開催 

・男女共同参画講演会「人が主役の街づくり
～先進国から学ぼう～八重山の現在そして
未来」 講師：ヴァンソン藤井由実（共催：
八重山「女性の翼」の会） 

・第 16 回まるざーフェスティバルの開催総合体
育館 

・ジェンダーを考える教室 開催「自分らしく幸
せになるために～男女共同参画から考える私
たちの社会と人生～」講師：新垣誠 

・石垣市男女共同参画会議開催 
・第２次いしがきプラン地域推進委員会開催 
・島興しイベント「ばがー島を語ろう」（石垣市
女性団体ネットワーク会議） 

・第 30 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（イギリス） 

・広報誌「まるざー」発行 
 

平成 26 年 
（2014） 

・第 58 回国連婦人の地位委員会
「ジェンダー平等と女性のエンパワーメ
ント」決議案採択 

・「日本再興戦略」改訂 2014 に「『女
性が輝く社会』の実現が掲げられる」 

 ・「届け！あなたの想いを川柳・標語にのせて」
「ケイタイフォトコンびぎどぅんの家事・育児・介
護」開催 

・男女共同参画講演会「子供に伝えたい、仕
事と生きること」 講師：青山喜佐子（共
催：八重山「女性の翼」の会） 

・講演会「女性が輝けば地域社会も輝く」 講
師：伊藝美智子（主催：女性団体ネットワ
ーク会議） 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 26 年 
（2014） 

   ・石垣市男女共同参画講演会 講演「働く女
性の心身の健康とメンタルヘルス」講師：菅
原幸子 

・第２次いしがきプラン地域推進委員会開催 
・「石垣市子ども・子育て支援事業計画」策定 
・広報誌「まるざー」発行 
 

平成 27 年 
（2015） 

・第 59 回国連婦人の地位委員会/
「北京+20」開催（於：ニューヨー
ク） 

・女性の職業生活における活躍の推進
に関する 法律成立 

・男女共同参画会議「第４次男女共
同参画基本計画策定に当たっての基
本的な考え方について」答申 

・男女共同参画会議「第４次男女共
同参画基本計画案について」答申 

・「第４次男女共同参画基本計画」閣
議決定 

・「男女共同参画社会づくりに関する県
民意識調査」実施 

・女性初の石垣市会計管理者誕生 
・平成 27 年度「届け！あなたの想いを川柳・
標語にのせて」コンテスト開催 

・講演会「『食』を通して、沖縄を元気にした
い！～私たちは、食べ物で出来ている～」講
師：伊志嶺勲 

・叙勲 旭日双光章受賞（辻野ヒロ子） 
・石垣市男女共同参画会議開催 
・「第３次いしがきプラン」案の諮問（石垣市
長より石垣市男女共同参画会議へ） 

・石垣市男女共同参画推進本部会議開催 
・石垣市男女共同参画推進本部ワーキンググ
ループ会議開催 

・第 32 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（マレーシア、シンガポール） 

・第 17 回まるざーフェスティバルの開催 於：
市民会館中ホール、展示室 

・「第３次いしがきプラン」公表パブリックコメント
を募集 

・「第３次いしがきプラン」案の答申（男女共
同参画会議より石垣市長へ） 

・石垣市男女共同参画講演会 イクボス講座
「『あなたのもとで働きたい』と言われるリーダー
とは」講師：上江洲崇 

・第２次いしがきプラン地域推進委員会開催 
・「第３次石垣市男女共同参画計画『いしが
きプラン』」策定 

・「第３次いしがきプラン概要版」発行 
・「石垣市男女共同参画に係るアンケート調査
結果報告書」発行 

・広報誌「まるざー」発行 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 28 年 
（2016） 

・「第 1 回東アジア家族・男女共同
参画担当大臣フォーラム」（バンコ
ク）開催 

 ・「第5次沖縄県男女共同参画計画～
DEIGO プラン～」の策定 

・沖縄県特定事業主行動計画 「県職
員の女性活躍推進及 び仕事と子育
て両立支援プ ラン」策定 

・平成 28 年度「届け！あなたの想いを川柳・
標語にのせて」コンテスト開催 

・男女共同参画講演会「女性に学ぶヘンカク
術」講師：大山剛 

・第 33 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（ベトナム） 

・石垣市女性団体ネットワーク会議20周年記
念式典・祝賀会の開催 於：ホテル日航八
重山 

・記念講演「女性の視点で豊かな未来へ」講
師：尚弘子 

・講演会「介護の体験から学んだこと」講師：
小松みどり 

・男女共同参画会議・「いしがきプラン」地域推
進委員会の開催 講演会「これからの男女共
同参画社会」 講師：新垣誠 

・広報誌「まるざー」発行 

平成 29 年 
（2017） 

・先進国首脳会議（Ｇ７）「ジェンダ
ー平等のためのロードマップ」採択 

・DV 防止法や女性活躍推進法の改正  ・男女共同参画講演会「祈りと舞」 
講師：荻堂久子（八重山「女性の翼」
の会） 

・平成 29 年度「届け！あなたの想いを川柳・
標語にのせて」コンテスト開催 

・第 34 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（ニュージーランド） 

・商工会女性部主張発表 
全国大会最優秀賞者（浦内由美子） 

・第 18 回まるざーフェスティバルの開催 於：
健康福祉センター 講演会「女性の活躍が地
域を創る」講師：渕辺美紀 

・男女共同参画推進事業「LGBT 講演会～
社会の一人ひとりが自分らしく生きていくために
～」講師：竹内清文 

・広報誌「まるざー」発行 

平成 30 年 
（2018） 

 ・政治分野における男女共同参画の推
進に関する法律の成立 

 ・機構改革により市民保健部市民生活課は
市民保健部平和協働推進課へ 

・石垣市女性団体ネットワーク会議設立20周
年記念誌・女性人材リストの発刊 

・平成 30 年度「届け！あなたの想いを川柳・
標語にのせて」コンテスト開催 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 石垣市の動き 

平成 30 年 
（2018） 

   ・男女共同参画シンポジウム「みんなで語ろう♡男
女共同参画」（八重山「女性の翼」の会） 

・第 35 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（シアトル、バンクーバー） 

・石垣市商工会女性部設立 40 周年記念
式典 

・男女共同参画推進事業「LGBT 性の多様
性入門講座」講師：竹内清文（共催：女
性団体ネットワーク会議） 

・広報誌「まるざー」発行 

平成 31 年／ 
令和元年 
（2019） 

・第５回国際女性会議ＷＡＷ！と
Ｗ２０（女性に関する政策提言を
Ｇ２０に向けて行う組織体）を日
本で開催 

・「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」改正 

・沖縄県平和援護・男女参画課から
｢女性力･平和推進課｣へ改称 

・石垣市婦人連合会創立 40 周年・石垣市
交通安全母の会結成 30 周年記念誌発刊 

・国際ソロプチミスト石垣認証 30 周年記念
式典 

・令和元年度「届け！あなたの想いを川柳・標
語にのせて」コンテスト開催 

・男女共同参画講演会「愛をつなげて」講師：
金城ネニータ（八重山「女性の翼」の会） 

・第 36 期沖縄県女性海外セミナー参加補助
（台湾） 

・第 19 回まるざーフェスティバルの開催 於：
健康福祉センター  講演会「SDGｓについ
て」講師：石垣市長中山義隆 

・広報誌「まるざー」発行 

令和 2 年 
（2020） 

 ・「第 5 次男女共同参画基本計画」閣
議決定 

 ・令和 2 年度「届け！あなたの想いを川柳・標
語にのせて」コンテスト開催 

・石垣市男女共同参画会議開催 
・「第 3 次いしがきプラン（改定版）」案の諮
問（石垣市長より石垣市男女共同参画会
議へ） 

・「第 3 次いしがきプラン（改定版）案の答申
（男女共同参画会議より石垣市長へ） 

・「第 3 次石垣市男女共同参画（改定版）
～いしがきプラン～」の策定 

・広報誌「まるざー」発行 
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第 3 次石垣市男女共同参画計画（改定版）～いしがきプラン～ 
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